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本計画では、障害者計画と障害福祉計画及び障害児福祉計画を一体的に策定していま

す。 

本計画においては、「障害者」について「障害のある人」と表記しました。 

ただし、国の法令や地方公共団体などの条例・規則などに基づく法律用語や基本指針

等の引用、施設・制度名等の固有名詞については変更せずに、「障害者」と表記していま

す。 
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第１章 計画の基本方向 

第１節 計画策定の目的と背景 

１．計画策定の目的 

障害のあるすべての人が地域の一員として尊重され、自己選択と自己決定のも

とに、安心して自分らしく自立した生活を送ることができる地域社会を実現する

ため、本市における障害福祉施策の基本的な方向性を定め、必要な施策を一つ一

つ着実に推進していくことを目的として本計画を策定します。 
 

２．計画策定の背景（法改正等の動向） 

 法律名等 内     容 

(１) 

 

障害者の権利に

関する条約の批

准 

2007（平成 19）年９月に日本は障害者の権利に関する条約

に署名し、それ以降、様々な国内法令の整備を経て、2014（平

成 26）年１月に批准、同年２月に効力を発生しました。この条

約は、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有

の尊厳の尊重を促進することを目的とし、障害者の権利を実現す

るための措置などについて定めたものです。 

(２) 障害者基本法の

改正 

2011（平成 23）年８月に障害者基本法が改正され、共生社

会の実現に向け、障害者の自立及び社会参加の支援のための施策

を総合的かつ計画的に推進することが目的として規定されまし

た。また、障害者の定義に「発達障害」が明記されるとともに、

障害者に対する差別の禁止などが規定されました。 

(３) 児童福祉法等の

改正 

2012（平成 24）年４月に児童福祉法等が改正され、身近な

地域で支援を受けられるよう障害児支援の強化が図られました。

障害種別ごとに分かれていた施設・事業の体系が、児童福祉法に

基づくサービスとして一元化され、市町村が支給決定する障害児

通所支援と都道府県が支給決定する障害児入所支援とに体系が

再編されるとともに、放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

が創設されました。 

また、2016（平成 28）年６月の児童福祉法等の改正において、

都道府県・市町村は、国の定める基本指針に即して「障害児福祉

計画」を定めることが規定されました。 
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 法律名等 内     容 

(４) 障害者虐待防止

法の施行 

2012（平成 24）年 10 月から「障害者虐待の防止、障害者

の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「障害者虐待防止

法」という。）が施行されました。障害者の権利利益の擁護を目

的とし、障害者に対する虐待の禁止、障害者に対する虐待を発見

した場合の自治体への通報義務、養護者への支援などが規定され

ています。また、市町村の役割と責務として、関係機関との連携

協力体制の整備、虐待防止センターとしての機能、養護者による

虐待が障害者の生命や身体に重大な危険が生じるおそれがある

場合の立入調査について規定されています。 

(５) 障害者総合支援

法の施行と改正 

従来の「障害者自立支援法」が、2013（平成 25）年４月に

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」（以下「障害者総合支援法」という。）に改正され、自立支援

法にはなかった新たな基本理念が掲げられました。基本理念は、

障害者基本法の目的規定を踏襲しており、共生社会を実現するた

め、日常生活・社会生活の支援が総合的かつ計画的に行われるこ

とを謳っています。また、制度の谷間にあった難病患者が障害者

の範囲に加えられたほか、重度訪問介護の対象の拡大、共同生活

介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一元

化などが定められました。 

さらに、2016（平成 28）年６月改正では、2018（平成 30）

年４月から、地域生活の支援として新たに「自立生活援助」や「就

労定着支援」などのサービスが追加されることになりました。 

(６) 障害者優先調達

推進法の施行 

2013（平成 25）年４月に「国等による障害者就労施設等か

らの物品等の調達の推進等に関する法律」（以下「障害者優先調

達推進法」という。）が施行され、障害者の自立の促進に資する

ため、公的機関においては、障害者就労施設等からの物品・役務

の調達推進を図るための方針を定め、優先的・積極的に調達する

こととされました。 

(７) 障害者差別解消

法の施行 

2013（平成 25）年に「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」（以下「障害者差別解消法」という。）が公布され、

2016（平成 28）年４月に施行されました。 

障害を理由とする不当な差別的取扱いによる権利利益の侵害を

禁止するとともに、行政機関等は、社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負

担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとなら

ないよう、必要かつ合理的な配慮を行うことが義務づけられまし

た。 
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 法律名等 内     容 

(８) 障害者雇用促進

法の改正 

2013（平成 25）年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」

（以下「障害者雇用促進法」という。）が改正され、2016（平

成 28）年度から雇用分野における障害者の差別の禁止や合理的

配慮の提供義務が定められるとともに、2018（平成 30）年度

から法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加えることが規定さ

れました。 

(９) 成年後見制度利

用促進法の施行 

2016（平成 28）年４月に「成年後見制度の利用の促進に関

する法律」（以下「成年後見制度利用促進法」という。）が公布さ

れ、同年５月に施行されました。 

地域住民の需要に応じた成年後見制度の利用の促進、地域におけ

る成年後見人等となる人材の確保、関係機関等における体制の充

実強化などが規定されました。 

(10) 発達障害者支援

法の改正 

2016（平成 28）年８月に発達障害者支援法の一部が改正さ

れました。支援が切れ目なく行われることが基本理念に盛り込ま

れたほか、国民は個々の発達障害の特性に対する理解を深め、自

立と社会参加に協力するよう努めること、事業主は個々の発達障

害者の特性に応じた雇用管理を行うよう努めることなどが定め

られました。 

(11) 障害者の日常生

活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

及び児童福祉法

の一部を改正す

る法律（（2018

平成 30）年４月

施行） 

障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」

と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保

険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うととも

に、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支

援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための環

境整備等を行うことなどが定められました。 
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第２節 計画の性格 

１．計画の法的位置づけ 

■浅口市第３次障害者計画は、障害者基本法第 11 条第３項の規定に基づく「市

町村障害者計画」として、本市における障害者施策全般にかかわる理念や基本

的な方針、目標を定める計画です。 

■第５期浅口市障害福祉計画は、障害者自立支援法第 88 条第１項に基づく「市

町村障害福祉計画」として、2020（平成 32）年度を目標年度として障害の

ある人の地域移行や一般就労への移行に関する数値目標を定めるとともに、障

害者自立支援法に基づく障害福祉サービスについて、2018（平成 30）年度

から 2020（平成 32）年度までの間における必要量及び必要量確保のための

方策を定める計画です。 

「障害児福祉計画」は 2016（平成 28）年６月の障害者総合支援法及び児

童福祉法の一部改正により策定が義務付けられたもので、今回は「障害福祉計

画」と一体的に策定します。 

■「浅口市第３次障害者計画及び第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画」

は、「第２次浅口市総合計画」に基づいた障害福祉サービス等の提供に係る分野

別計画として位置づけるとともに、市の関連計画（「浅口市高齢者保健福祉計画

及び介護保険事業計画」、「浅口市子ども・子育て支援事業計画」等）との整合

を図ります。 
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２．計画の期間 

■「第３次障害者計画」の計画期間は、2018（平成 30）年度から 2023（平

成 35）年度までの６年間とします。 

■「第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画」の計画期間は、国の方針で

2018（平成 30）年度から 2020（平成 32）年度の３年間となっています。

なお、計画期間中には、社会経済情勢の変化や国の指針等に従い見直しを行う

こともあります。 

 

2018年度 

平成 30年度 

2019年度 

平成 31年度 

2020年度 

平成 32年度 

2021年度 

平成 33年度 

2022年度 

平成 34年度 

2023年度 

平成 35年度 

      

      

      

      

      

      

 

３．障害のある人の定義 

本計画における「障害のある人」という用語については、障害者基本法第２条

で定められる、身体障害、知的障害、精神障害があるため継続的に日常生活、又

は社会生活に相当な制限を受けている人を総称することとします。 

また、発達障害者支援法に規定される自閉症、アスペルガー症候群、その他の

広汎性の発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等のいわゆる発達障害のある

人や高次脳機能障害のある人、難病の人、被爆等により社会生活上の困難がある

人についても本計画の対象者とします。 

 

第３次障害者計画（2018（平成 30）年度～2023（平成 35）年度） 

第５期障害福祉計画 第６期障害福祉計画 

第１期障害児福祉計画 第２期障害児福祉計画 
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第３節 計画の策定体制 

策定に当たっては、浅口市障害者計画等策定委員会において、市内の各種団体、

機関及び住民参画を図りながら策定します。 

また、検討に当たっては、障害のある人を対象としたアンケート調査を実施し、

幅広い意見の反映に努めています。 

なお、庁内各部署との連携を図りながら策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者計画等策定委員会 

 

■計画の方向性の検討 

■調査結果の確認、計画骨子案の検討 

■現状と課題についての検討 

■計画素案の検討、目標値の検討 

■計画最終案の確認 

社会福祉課及び関係部署 

 

■関係部署で実務的課題について検討 

計画原案の検討・承認 

提  案 

現状・ニーズの把握 

課題整理・施策検討・庁内案の立案 

意  見 

アンケート調査 

障害のある人を対象に 

ニーズ・意向を把握 
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第２章 障害のある人を取り巻く現状 

第１節 人口の推移 

本市の総人口は減少傾向で推移し、2017（平成 29）年では 34,885 人とな

っており、2013（平成 25）年との比較では 1,351 人の減少となっています。 

年齢３区分別人口では、「年少人口（０～14 歳）」と「生産年齢人口（15～64

歳）」は減少傾向で推移していますが、「高齢者人口（65 歳以上）」は増加傾向で

推移しています。 

年齢３区分別人口割合の推移をみると、「年少人口（０～14 歳）」と「生産年

齢人口（15～64 歳）」が減少しているのに対して、「高齢者人口（65 歳以上）」

では増加しており、少子高齢化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 資料：住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 

年齢３区分別人口の推移 

年齢３区分別人口割合の推移 

（人） 
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第２節 障害のある人の状況 

１．身体障害のある人の状況 

身体障害者手帳所持者数をみると、2013(平成 25 年)以降減少傾向にありま

す。 

年齢区分別にみると、65 歳以上の所持者が全体の約７割を占めていますが、

減少基調にあります。 

また、18 歳未満所持者は横ばい、18～64 歳所持者は減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等級別所持者数をみると、2017(平

成 29)年では１級が最も多く、次いで

４級、２級の所持者が多くなっていま

す。 

推移では、1 級のみが増加傾向にあ

り、他は横ばい若しくは減少傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

【年齢３区分別身体障害のある人の推移】 

（単位：人） 

（各年 3月 31日現在） （単位：人） 

（単位：人） 

（各年 3月 31日現在） 

【等級別身体障害のある人の推移】 
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障害の種類別の所持者数をみると、肢体不自由が全体の約６割を占め最も多く、

次いで内部障害が多く、全体の約 3 割を占めています。 

増加数では、内部障害が最も顕著となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【障害別身体障害のある人の推移】 

（単位：人） （各年 3月 31日現在） 
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２．知的障害のある人の状況 

療育手帳所持者数は、2013(平成 25)年以降一貫して増加傾向にあります。 

年齢区分別では、18 歳未満が２割強、18 歳以上が８割弱となっており、どち

らも増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定別所持者数をみると、A（重度）が約３割、B（中軽度）が約７割を占め

ており、特に B（中軽度）が増加しています。 

 

 

 

 

 

【年齢別知的障害のある人の推移】 

（単位：人） （各年 3月 31日現在） 

【等級別知的障害のある人の推移】 

（単位：人） （各年 3月 31日現在） 
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３．精神障害のある人の状況 

精神障害者保健福祉手帳所持者は増加傾向にあり、程度別では２級が全体の約

７割を占め最も多くなっています。増加数では、２級が増加傾向にあり、他はお

おむね横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．難病の人の状況 

難病対策の中で「指定難病」として 330 疾病が指定され、医療費助成の対象

となっています。 

現在、市内で特定疾患医療券の交付を受けている人は347人となっています。 

 

 

 

 

 

【程度別精神障害のある人の推移】 

（単位：人） （各年 3月 31日現在） 

【難病患者の推移】 

資料：岡山県備中保健所井笠支所（平成 29年 3月 31日現在） （単位：人） 
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５．障害児保育等の状況 

現在の本市における障害児保育実施保育園数は 5 か所あります。 

■障害児保育等の状況 

 実施保育園数（か所） 障害児数 

区分  設置主体別 （人） 

  公立 私立  

2014年 

(平成26年) 
6 2 4 0 

2015年 

(平成27年) 
6 2 4 1 

2016年 

(平成28年) 
6 2 4 1 

2017年 

(平成29年)  
5 1 4 0 

※各年3月末 

現在の本市における障害児保育実施幼稚園数は 4 か所あります。 

■障害児保育等の状況 

 実施幼稚園数（か所） 障害児数 

区分  設置主体別 （人） 

  公立 私立  

2014年 

(平成26年) 
6 5 1 0 

2015年 

(平成27年) 
6 5 1 0 

2016年 

(平成28年) 
6 5 1 0 

2017年 

(平成29年)  
4 4 0 0 

※各年3月末 

現在の本市における障害児保育実施こども園数は 2 か所あります。 

■障害児保育等の状況 

 実施こども園数（か所） 障害児数 

区分  設置主体別 （人） 

  公立 私立  

2017年 

(平成29年)  
2 1 1 0 

※3月末 
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６．障害児教育の状況 

現在の本市における特別支援学級数並びに在籍児童・生徒数は、小学校 14 学

級、58 人、中学校 6 学級、18 人となっており、小学校の在籍児童数がやや増

加傾向にあります。 

■特別支援学級の状況 

区 分 
2014年 

(平成 26年) 

2015年  

(平成 27年) 

2016年 

(平成 28年) 

2017年 

(平成 29年) 

小学校 
学級数 14 15 14 14 

児童数（人） 51 55 55 58 

中学校 
学級数 5 6 6 6 

生徒数（人） 25 26 21 18 

資料：浅口市調べ（各年 4月 1日） 

７．手当て・医療給付の状況 

精神又は身体に重度の障害を有する 20 歳未満の児童を養育する父母又は養育

者に特別児童扶養手当を支給し、障害のある児童の生活向上を図っています。 

また、心身に障害のある児童の養育者に児童福祉年金を支給しています。 

■特別児童扶養手当等の支給件数の推移                                （単位：件） 

区 分 
2013年 

(平成 25年度) 

2014年  

(平成 26年度) 

2015年 

(平成 27年度) 

2016年 

(平成 28年度) 

特別児童扶養手当 37 38 38 39 

児童福祉年金 71 79 86 93 

資料：浅口市調べ（各年３月 31日） 

 

在宅で暮らす著しく重度の障害を有する方などに、特別障害者手当、障害児福

祉手当を支給することにより、福祉の増進を図っています。 

■特別障害者手当等の支給件数の推移                                  （単位：件） 

区 分 
2013年 

(平成 25年度) 

2014年  

(平成 26年度) 

2015年 

(平成 27年度) 

2016年 

(平成 28年度) 

特別障害者手当 72 288 249 233 

障害児福祉手当 33 123 107 92 

資料：浅口市調べ（各年３月 31日） 
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医療ニーズの高い重度障害者に対して、医療費の一部を助成することにより、

疾病の治療及び早期回復を図るとともに、その健康の保持及び福祉の増進を図っ

ています。 

■医療給付の受給件数の推移                                    （単位：件） 

区 分 
2013年 

(平成 25年度) 

2014年  

(平成 26年度) 

2015年 

(平成 27年度) 

2016年 

(平成 28年度) 

重度心身障害者医療費 7,252 10,212 10,222 9,926 

自立支援医療費（更生医療） 145 137 155 160 

身体障害者補装具費 53 46 34 45 

資料：浅口市調べ（各年３月 31日） 

８．市内サービス事業所一覧 

№ 運営法人等 № 市内事業所 市内所在 備考 

1 

特定非営利活動

法人 ハッピー

ハウス浅口 

1 鴨方町のぞみ作業所 
浅口市鴨方町地

頭上 562 

地域活動支援センタ

ー（Ⅲ型） 

    2 
鴨方希望の家共同作

業所 

浅口市鴨方町地

頭上 562 

地域活動支援センタ

ー（Ⅲ型） 

2 

社会福祉法人 

浅口市社会福祉

協議会 

3 
福祉あさくちヘルパ

ーセンター 

浅口市寄島町

16089-17 
居宅介護 

3 
社会福祉法人 

寿光園 
4 

寿光園訪問介護事業

所 

浅口市金光町下

竹 1775-1 

居宅介護 

重度訪問介護 

4 

特定非営利活動

法人 福祉会 

菩提樹 

5 ワーク菩提樹 
浅口市金光町大

谷 301－1 

地域活動支援センタ

ー（Ⅲ型） 

    6 菩提樹の花 
浅口市金光町占

見新田 426-8 
共同生活援助 

5 
社会福祉法人 

明光会 
7 あお空 

浅口市金光町佐

方 2130 

生活介護 

短期入所 

施設入所 

    8 相談支援 あお空 
浅口市金光町佐

方 2130 

計画相談支援 

地域移行支援 

地域定着支援 

    9 ケアホーム桃山台 
浅口市鴨方町六条

院東 2174-66 
共同生活援助 

    10 ケアホーム佐方 
浅口市金光町佐

方 73 
共同生活援助 
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№ 運営法人等 № 市内事業所 市内所在 備考 

6 
社会福祉法人 

敬業会 
11 ワークほほえみ 

浅口市鴨方町小

坂東 5030-424 
就労継続支援（B型） 

  
12 鴨方グループホーム 

浅口市鴨方町鴨

方 532-5 
共同生活援助 

  
13 

第２鴨方グループホ

ーム 

浅口市鴨方町鴨

方 532-5 
共同生活援助 

7 
特定非営利活動

法人 なゆか 
14 こころ 

浅口市鴨方町本

庄 632-1 
生活介護 

8 

一般社団法人 

鴨方障害者支援

センター 

15 すまいる 
浅口市鴨方町小

坂東 282-2 
就労継続支援（Ａ型） 

9 

社会福祉法人 

笠岡市社会福祉

事業会 

16 
発達支援センター 

あさくち 

浅口市金光町占

見新田 751 
児童発達支援事業 

10 
介護福祉サービ

ス㈱ 
17 夢門塾ゆうゆう浅口 

浅口市金光町占

見新田 54-3 

放課後等デイサービ

ス 

11 
特定非営利活動

法人 Selfish 
18 

楽修空間 せるふぃ

っしゅ金光教室 

浅口市金光町占

見新田２３７ 
日中一時支援 

12 
合同会社 ポッ

プグリーン 
19 

相談支援事業所 ポ

ップグリーン 

浅口市金光町大

谷 71-4 

計画相談支援 

地域移行支援 

地域定着支援 

資料：浅口市調べ（平成 30年３月１日現在） 

９．地域福祉活動の状況 

（１）相談活動の状況 
本市では、民生委員児童委員のほか、身体障害者相談員や知的障害者相談員

が相談活動に当たっています。 

■相談活動状況 

名 称 人数（人） 職務内容 

民生委員児童委員 78 

社会調査活動、要援助者に対する相談・助言活動、情

報提供等の援助、福祉サービスの利用に関する支援、事

業者等との連携、行政機関に対する協力等 

身体障害者相談員 7 

身体障害のある人の地域活動の推進をはじめ、更生援

護に関する相談・指導、更生援護につき関係機関に対す

る協力、援護思想の普及等 

知的障害者相談員 3 

知的障害のある人の家庭における養育、生活などに関

する相談・指導・助言をはじめ、施設入所、就学、就職な

どに関し、関係機関への連絡、援護思想の普及等 

資料：浅口市調べ（３月１日現在） 
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（２）ボランティア活動の状況 

市内で実施されている障害のある人に関連するボランティア活動内容は、下

表に示すとおりです。 

 

■障害者福祉関連ボランティア団体と活動内容 

No 名  称 
会員数

（人） 
活動内容 

1 六条院地区ボラ「コスモス」 34 地域ボランティア、サロンの開催・友愛訪問 

2 陶芸ボランティア 9 地域に出向いての陶芸指導、サロンの手伝い 

3 
人形劇ボランティア「風の

子」 
31 

青少年の健全育成と子育てのための人形劇・大型紙

芝居・ブラックシアター等の公演会・高齢者交流支援

会開催 

4 鴨方西地区ボラ「桃の花」 10 
地域ボランティア。サロンの開催・施設入居者訪問・

友愛訪問 

5 ほほえみ授産センターボラ 10 
ワークほほえみでの作業支援・イベントの支援、調理

実習(年 5回)の支援 

6 鴨方東地区ボラ「たんぽぽ」 11 
地域ボランティア。サロンの開催・友愛訪問・独居老

人ふれあい会開催 

7 収集ボランティア「ベル」 15 
ベルマーク・古切手の収集と集計。各小学校・幼稚園

に寄付活動 

8 サンパレス桃花ボラ 13 サンパレス桃花でのシーツ交換・行事等の手伝い 

9 
食事ボランティア「えぷろ

ん」 
65 独居・高齢者世帯へのお弁当作りと配食 

10 オペラハウスボラ「虹の会」 25 オペラハウスでのシーツ交換・喫茶・サロンの開催 

11 鴨方はるか会 32 
視覚障がい者への広報誌の音訳。読書困難者への

図書の録音。出前朗読会の実施。 

12 浅口手話サークル「青い鳥」 50 
手話技術の養成。視覚障がい者、福祉協会、手話サ

ークル関連の研修。小中学校への出前福祉講座。 

13 点字サークル「点とうむし」 4 広報誌の点訳。小中学校への出前福祉講座。 

14 
お話しボランティア「にじの

会」 
20 

鴨方図書館・市内保こ幼小学校を中心に、絵本・紙

芝居の読み聞かせ実施。 

15 
託児ボランティア「ぷーさん

クラブ」 
13 市、町の主催行事においての託児実施。 

16 鴨っ子童謡クラブ 14 
市内保こ幼小学校、地域サロンでの活動。童謡の普

及活動 

17 福祉絵てがみ「鴨めーる」 33 

【えぷろん】のお弁当の掛紙の作成。施設入居者へ

の暑中見舞い・年賀状の作成。サロンでの絵てがみ

指導。 

18 
希望の家ボランティア「ホー

プ」 
5 
ハッピーハウス通所者の作業の応援・イベントの手伝

い 
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No 名  称 
会員数

（人） 
活動内容 

19 
傾聴ボランティア“Hotダン

ボの会 
13 

カウンセリングの手法を用いて施設訪問をし、傾聴活

動の実施 

20 天草一座 9 高齢者施設への慰問・サロンでの公演活動 

21 野菊の会 12 高齢者施設への慰問・サロンでの公演活動 

22 ボランティア しゃぼん玉 11 
ふれあい喫茶の開催、福祉施設等のイベントの手伝

い 

23 
絵てがみボランティア「ゆめ

の会」 
10 

【菜の花】のお弁当の掛紙の作成。施設入居者への

暑中見舞い・年賀状の作成 

24 給食ボランティア【菜の花】 17 独居・高齢者世帯のお弁当作りと配食 

25 そば打ちボランティア 10 サロン他での、そば打ち指導、そばの試食会の実施 

26 ベル・フレンズ ら・ら・ら 14 
ハンドベルを用いて、福祉施設・サロンでの公演活

動。交流体験実施 

27 
介護ボランティア「たんぽぽ

の会」 
16 

福祉施設のイベントの手伝い。小中学校への出前福

祉講座。 

28 
給食ボランティア「ガザミの

会」 
93 独居・高齢者世帯のお弁当作りと配食 

29 三ツ山クリーンクラブ 19 三郎海岸の清掃、自然とのふれあい活動の実施 

30 
子育てサロンなかよしひろ

ば(東地区) 
5 
子育てサロンの運営。子どもの見守り。お母さんの話

し相手 

31 
子育てサロンなかよしひろ

ば(西地区) 
5 
子育てサロンの運営。子どもの見守り。お母さんの話

し相手 

資料：浅口市社会福祉協議会調べ（平成 30年２月１日現在） 
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第３節 アンケート等によるニーズ把握 

１．調査の目的 

市民の福祉サービスの利用実態や福祉に関する意識、意向などを把握し、計画

策定や施策推進のための資料とすることを目的として実施しました。 

 

２．調査の方法 

（１）調査対象 

障害者手帳をお持ちの方 

（２）調査対象者数 

1,782 人 

（３）抽出方法 

全数調査 

（４）調査方法 

郵送による調査票の配布・回収 

（５）調査時期 

平成 29 年 12 月 

 

３．回収結果 

（１）配布数  1,782 

（２）回収数   990 

（３）回収率  55.6% 

 

４．数値等の基本的な取扱いについて 

・比率はすべて百分率（％）で表し、小数点以下第２位を四捨五入して算出して

います。したがって、合計が 100％を上下する場合もあります。 

・基数となるべき実数は、“ｎ=○○○”として掲載し、各比率はｎを 100％とし

て算出しています。（回答者総数又は該当者数） 

・複数回答については、一人の回答者が２つ以上の回答を出してもよい設問であ

り、したがって、各回答の合計比率は 100％を超える場合があります。 

・文中、グラフ中の設問カテゴリー（選択肢）の文言は、一部簡略化している場

合があります。 
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49.7%

32.4%

20.8%

19.1%

6.2%

1.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

配偶者（夫または妻）

子ども

いない（一人で暮らしてい

る）

父母・祖父母・兄弟

その他

無回答
全体（ｎ＝990）

37.8%

29.2%

26.6%
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5.9%

4.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

配偶者（夫または妻）

子ども

ホームヘルパーや施設の

職員

父母・祖父母・兄弟

無回答

その他の人（ボランティア

など）
全体（ｎ＝579）

５．結果の概要 

（１）現在一緒に暮らしている人 

現在、一緒に暮らしている人については、「配偶者（夫又は妻）」が 49.7%と

最も高く、次いで、「子ども」が 32.4%、「いない（一人で暮らしている）」が

20.8%、「父母・祖父母・兄弟」が 19.1%、「その他」が 6.2%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主に介助してくれる人 

主に介助してくれる方については、「配偶者（夫又は妻）」が 37.8%と最も高

く、次いで、「子ども」が 29.2%、「ホームヘルパーや施設の職員」が 26.6%、

「父母・祖父母・兄弟」が 22.8%等となっています。 
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0.6%

0.2%

2.7%

1.7%

2.0%

0.4%

0.5%

1.7%

2.0%

3.5%

4.0%

2.7%

1.7%

3.9%

8.2%

7.5%

20.5%

5.0%

11.8%

18.7%

18.6%

21.9%

15.0%

13.7%

22.6%

22.4%

20.5%

26.7%

19.6%

41.4%

42.9%

27.4%

45.0%

41.2%

4.6%

3.8%

4.1%

3.3%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ｎ=539）

身体（ｎ=424）

療育（ｎ=73）

精神（ｎ=60）

複数（ｎ=51）

20歳未満 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳

50歳～59歳 60歳～69歳 70歳以上 無回答

25.8%

18.6%

6.0%

4.4%

2.0%

1.8%

1.5%

1.1%

1.0%

0.4%

0.4%

0.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

服薬管理

その他

透析

ストマ（人工肛門・人工膀

胱）

カテーテル留置

吸入

吸引

胃ろう・腸ろう

気管切開

人工呼吸器（レスピレー

ター）

鼻腔経管栄養

中心静脈栄養（ＩＶＨ）

全体（ｎ＝990）

（３）主に介助してくれる人の年齢 

主に介助してくれる方の年齢については、「70 歳以上」が 41.4%と最も高く、

次いで、「60 歳～69 歳」が 22.6%、「50 歳～59 歳」が 18.7%、「40 歳～

49 歳」が 8.2%等となっています。 

障害者手帳所持者別でみると、すべての障害者手帳所持者において「70 歳以

上」が最も高くなっています。また、療育手帳所持者では「40 歳～49 歳」が

20.5%と他の障害者手帳所持者と比較して高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）現在受けている医療ケア 

現在受けている医療ケアについては、「服薬管理」が 25.8%と最も高く、次い

で、「その他」が 18.6%、「透析」が 6.0%、「ストマ（人工肛門・人工膀胱）」が

4.4%、「カテーテル留置」が 2.0%等となっています。 
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58.6%

54.2%

77.3%

40.0%

54.5%

2.3%

3.4%

25.3%

25.4%

18.2%

26.7%

18.2%

3.4%

5.1%

4.6%

3.4%

20.0%

9.1%

5.7%

8.5%

4.5%

13.3%

18.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ｎ=87）

身体（ｎ=59）

療育（ｎ=22）

精神（ｎ=15）

複数（ｎ=11）

今のまま生活したい グループホームなどを利用したい

家族と一緒に生活したい 一般の住宅で一人で暮らしたい

その他 無回答

48.3%

42.5%

37.9%

36.8%

28.7%

26.4%

24.1%

20.7%

8.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

必要な在宅サービスが適切

に利用できること

経済的な負担の軽減

在宅で医療のケアが適切に

得られること

障がいがあっても生活でき

る住居

生活訓練の充実

コミュニケーションについて

の支援

地域住民の理解

相談対応の充実

その他
全体（ｎ＝87）

（５）将来の生活意向 

将来、地域で生活したいと思うかについては、「今のまま生活したい」が 58.6%

と最も高く、次いで、「家族と一緒に生活したい」が 25.3%等となっています。 

障害者手帳所持者別でみると、すべての障害者手帳所持者において「今のまま

生活したい」が最も高く、療育手帳所持者では 77.3%と他の障害者手帳所持者

と比較して高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）地域で生活するために必要な支援 

地域で生活するために必要な支援については、「必要な在宅サービスが適切に利

用できること」が 48.3%と最も高く、次いで、「経済的な負担の軽減」が 42.5%、

「在宅で医療のケアが適切に得られること」が 37.9%、「障がいがあっても生活

できる住居」が 36.8%、「生活訓練の充実」が 28.7%等となっています。 
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28.7%

27.1%

21.2%

20.2%

17.4%

14.2%

11.5%

10.7%

10.1%

9.0%

6.6%

5.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

公共交通機関が少ない

（ない）

道路や駅に階段や段差

が多い

列車やバスの乗り降り

外出にお金がかかる

外出先の建物の設備が

不便

困った時にどうすればい

いのか

切符の買い方や乗換え

の方法がわかりにくい

周りとコミュニケーション

がとれない

発作など突然の身体の

変化

その他

介助者が確保できない

周囲の目が気になる
全体（ｎ＝853）

（７）外出する時に困ること 

外出する時に困ることについては、「公共交通機関が少ない（ない）」が 28.7%

と最も高く、次いで、「道路や駅に階段や段差が多い」が 27.1%、「列車やバス

の乗り降り」が 21.2%、「外出にお金がかかる」が 20.2%、「外出先の建物の設

備が不便（通路、トイレ、エレベーターなど）」が 17.4%等となっています。 
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37.4%

26.0%

46.8%

49.1%

37.5%

47.7%

59.0%

33.9%

39.6%

46.9%

14.9%

15.0%

19.4%

11.3%

15.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ｎ=195）

身体（ｎ=100）

療育（ｎ=62）

精神（ｎ=53）

複数（ｎ=32）

仕事をしたい 仕事はしたくない、できない 無回答

（８）就労意向 

今後、収入を得る仕事をしたいと思うかについては、「仕事をしたい」が37.4%、

「仕事はしたくない、できない」が 47.7%となっており、「仕事はしたくない、

できない」のほうが「仕事をしたい」を上回っています。 

障害者手帳所持者別でみると、身体障害者手帳所持者と複数の障害者手帳所持

者では「仕事はしたくない、できない」が「仕事をしたい」を上回っていますが、

療育手帳所持者と精神障害者保健福祉手帳所持者では「仕事をしたい」が「仕事

はしたくない、できない」を上回っています。 
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3.5%

0.4%

0.8%

1.2%

0.4%

9.0%

6.1%

1.0%

3.2%

3.4%

4.2%

1.6%

5.2%

9.5%

1.0%

1.3%

0.3%

0.5%

0.3%

0.3%

0.2%

0.1%

0.8%

25.3%

16.8%

12.3%

14.7%

15.1%

25.1%

23.1%

9.0%

10.1%

19.5%

25.9%

15.4%

19.3%

32.3%

4.9%

4.3%

2.7%

3.5%

2.5%

2.3%

2.2%

3.0%

3.9%

01020304050

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

療養介護

短期入所（ショートステイ）

共同生活援助（グループホーム）

施設入所支援

相談支援

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

医療型児童発達支援

福祉型児童入所支援

医療型児童入所支援

保育所への受け入れ

放課後児童クラブへの受け入れ

コミュニケーション支援事業

【全体】

＜利用状況＞（利用している割合） ＜利用意向＞（利用したい割合）

放課後児童クラブへの受け入れ

保育所への受け入れ

医療型児童入所支援

福祉型児童入所支援

医療型児童発達支援

保育所等訪問支援

放課後等デイサービス

児童発達支援

相談支援

施設入所支援

共同生活援助（グループホーム）

短期入所（ショートステイ）

療養介護

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

就労移行支援

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

生活介護

重度障害者等包括支援

行動援護

同行援護

重度訪問介護

居宅介護（ホームヘルプ）

0 10 20 30 40 50

コミュニケーション支援事業

（９）サービスの利用状況と利用意向 

現在、利用している障害福祉サービスなどについては、「相談支援」が 9.5%と

最も高く、次いで、「生活介護」が 9.0%、「自立訓練（機能訓練、生活訓練）」が

6.1%等となっています。 

また、今後利用したい障害福祉サービスなどについては、「相談支援」が 32.3%

と最も高く、次いで、「短期入所（ショートステイ）」が 25.9%、「居宅介護（ホ

ームヘルプ）」が 25.3%等となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=990 
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13.0%

11.6%

21.8%

16.7%

15.2%

70.3%

72.0%

70.9%

72.5%

70.9%

16.7%

16.5%

7.3%

10.8%

13.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ｎ=990）

身体（ｎ=778）

療育（n=110）

精神（n=102）

複数（n=79）

知っている 知らない 無回答

14.3%

11.6%

33.6%

22.5%

21.5%

21.7%

20.3%

31.8%

31.4%

29.1%

53.1%

57.7%

28.2%

40.2%

40.5%

10.8%

10.4%

6.4%

5.9%

8.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ｎ=990）

身体（ｎ=778）

療育（ｎ=110）

精神（ｎ=102）

複数（ｎ=79）

ある 少しある ない 無回答

（10）障害者差別解消法による合理的配慮 

障害者差別解消法による合理的配慮について周りの人は知っているかについて

は、「知っている」が 13.0%、「知らない」が 70.3%となっており、「知らない」

が「知っている」を大きく上回っています。 

障害者手帳所持者別でみると、すべての障害者手帳所持者において「知らない」

が「知っている」を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）差別で嫌な思いをしたことがあるか 

障害があることで差別や嫌な思いをしたことがあるかについては、「ある」が

14.3%、「少しある」が 21.7%となっており、これらを合わせた「差別や嫌な思

いをしたことがある」人が 36.0％となっています。 

障害者手帳所持者別でみると、「差別や嫌な思いをしたことがある」人の割合は、

療育手帳所持者が 65.4%と最も高く、次いで、精神障害者保健福祉手帳所持者

が 53.9%、複数の障害者手帳所持者が 50.6%、身体障害者手帳所持者が 31.9%

となっています。 
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36.7%

36.1%

25.5%

35.3%

30.4%

37.2%

39.1%

46.4%

27.5%

44.3%

23.5%

21.7%

24.5%

34.3%

19.0%

2.6%

3.1%

3.6%

2.9%

6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ｎ=990）

身体（ｎ=778）

療育（ｎ=110）

精神（ｎ=102）

複数（ｎ=79）

できる できない わからない 無回答

52.4%

51.6%

48.1%

26.7%

24.5%

20.3%

15.7%

12.6%

10.8%

3.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

安全なところまで、迅速に避

難することができない

避難場所の設備（トイレな

ど）や生活環境が不安

投薬や治療が受けられない

被害状況、避難場所などの

情報が入手できない

救助を求めることができない

周囲とコミュニケーションがと

れない

補装具や日常生活用具の入

手ができなくなる

補装具の使用が困難になる

特にない

その他

全体（ｎ＝990）

（12）災害時に一人で避難できるか 

災害時に一人で避難ができるかについては、「できる」が 36.7%、「できない」

が 37.2%となっており、「できない」が「できる」をわずかに上回っています。 

障害者手帳所持者別でみると、「できる」が最も高かったのは身体障害者手帳所

持者で、36.1%となっています。また、「できない」が最も高かったのは療育手

帳所持者で、46.4%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13）災害時に困ること 

火事や地震などの災 

害時に困ることについ 

ては、「安全なところ 

まで、迅速に避難する 

ことができない」が 

52.4%と最も高く、 

次いで、「避難場所の 

設備（トイレなど）や 

生活環境が不安」が 

51.6%、「投薬や治療 

が受けられない」が 

48.1%、「被害状況、 

避難場所などの情報 

が入手できない」が 

26.7%、「救助を求 

めることができない」 

が 24.5%等となって 

います。 
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第４節 現状からみた障害者支援の課題 

１．地域での自立した生活を支える支援体制の確保 

福祉アンケート調査の結果や障害福祉サービスの利用状況から、引き続き、障

害のある人の地域における自立した生活を支える支援体制の確保に取り組む必要

があります。 

アンケート調査においては、相談支援や短期入所（ショートステイ）、居宅介護

（ホームヘルプ）、生活介護、自立訓練（自立訓練、機能訓練）などのニーズが高

くなっています。 

また、家族が支援できなくなった時の暮らしの場の確保については、将来的、

潜在的に求められるニーズとなっています。 

障害福祉サービスにおいては、2018（平成 30）年度より新たに、一人暮ら

しの障害のある人を支援する「自立生活援助」が新設されることになっており、

こうしたサービスの周知と提供・利用の促進に取り組むことが求められます。 

また、特に高齢化の進む身体障害のある人をはじめとして、介護保険サービス

との連携による、安心して支援を受けながら暮らし続けられる体制の確保に向け、

障害福祉サービスと介護保険サービスとの「共生型サービス」の促進を図るなど

制度間の連携等が求められます。 

また、国が新たに打ち出した「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現のため

の「全体的な地域包括支援体制」の構築は今後の課題となっています。 

 

２．就労支援の充実 

アンケート調査では、今後就労を希望する人が多くいることが示されています。

2016（平成 28）年４月より、改正障害者雇用促進法が施行され、就業者の障

害の状況に応じた合理的配慮を提供することを雇用者に義務づけるなど、就労の

場における差別解消に向けた制度改正が行われています。こうした制度改正につ

いて、市民・事業所への周知を進めるとともに、関係機関と連携した雇用の促進

の取組が課題となります。 

障害福祉サービスでは、2018（平成 30）年度より新たに「就労定着支援」

が開始され、支援の充実が図られています。引き続き、一般就労の移行促進に向

けた取組の充実と、一人ひとりの障害や希望に応じた多様な働く場の確保が求め

られます。 

 

３．相談支援体制の整備 

アンケート調査においても相談支援体制の整備に向けた取組の推進は、引き続

き課題となっています。行政の相談支援窓口においては、合理的配慮を徹底する

とともに、障害のある人の思いに寄り添う相談支援や、わかりやすい支援と情報
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提供が求められます。 

障害福祉サービスの利用においても、アンケート調査では知的障害のある人、

精神障害のある人の相談支援のニーズが高くなっており、相談支援事業所の増加

や相談支援専門員の確保等による、利用者中心の相談体制の整備が求められてい

ます。 

 

４．差別解消の取組 

2016（平成 28）年に障害者差別解消法が施行され、不当な差別的取り扱い

や、合理的配慮を提供しないことは、障害のある人への差別に当たるとされまし

た。2014（平成 26）年の障害者権利条約の批准とそのための一連の制度改正

は、これまで以上に障害のある人への差別の解消と社会参加の促進による、共生

社会の実現に向けた取組を求めるものとなっています。 

アンケート調査においても、知的障害のある人、精神障害のある人は、普段の

生活の中で障害があることで、何らかの差別を受けたり、嫌な思いをすることが

あると回答しています。 

一方、障害者差別解消法や合理的配慮という言葉について、近年の制度改正や、

障害のある人の権利保障について、十分な情報を得られていない状況もあること

から、当事者のエンパワーメント（力をつける）という観点からも、こうした制

度や権利について、障害のある人や家族等への周知促進を図る必要があります。 

 

５．障害児支援の充実 

国においては、児童福祉法の改正により、すべての自治体に障害児福祉計画（本

計画）の策定を義務付けており、障害児支援体制の計画的な構築が求められてい

ます。中でも、重症心身障害児の支援や医療的ケアに対応した支援体制の整備が

課題となっています。 

また、インクルーシブ教育（障害のある子どもを含むすべての子どもに対して、

子ども一人ひとりの教育的ニーズにあった適切な教育的支援を、「通常の学級にお

いて」行う教育）の観点から、一人ひとりの状況に応じた教育・支援の充実が求

められます。 

さらに、子どもの障害に初めて向き合う保護者の思いに寄り添う支援や、適切

な情報提供についても課題となっているとともに、障害児支援サービスにおいて

も、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援の提供体制の確保などその体制整

備の充実が課題となっています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次障害者計画 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

第１節 計画の基本理念 

本市では、現計画において、本市の最上位計画である「浅口市第２次総合計画」

のまちづくり・行政運営の理念を踏まえ、「ノーマライゼーション」と「リハビリ

テーション」の考え方を基本に、福祉をはじめとした各分野できめ細かな障害者

施策を推進しています。 

第３次障害者計画においても、本市のまちづくり・行政運営の理念を踏まえ、

「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の考え方を基本に、福祉を

はじめとした各分野できめ細やかな障害者施策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害のある人が、その能力や個性を最大限に発揮して、障害のある人もない人

も、ともに支え合い、認め

合い、ともに育ち・働き・

生きるまちを市民ぐるみで

つくっていきます。また、

ライフステージに応じた支

援についてもその時期に応

じた取組を進めます。 

【将来像】 

■ノーマライゼーション 

障害のある人もない人も社会の一員としてお互いに尊重し、支え合いなが

ら、地域の中で共に生活する社会が自然なことであるとする考え方。 

 

■リハビリテーション 

障害者の身体的、精神的、社会的な自立能力向上を目指す総合的なプログ

ラムであるとともに、それにとどまらず障害者のライフステージのすべての

段階において全人間的復権に寄与し、障害者の自立と参加を目指すという考

え方。 
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第２節 計画の基本目標 

基本理念の「快適・安心・思いやり みんなが活きいき暮らすまち」に向けて、

次の３つを計画の基本目標とします。 

 

Ⅰ 快適・安心のまちづくり 

障害のある・なしにかかわらず、すべての人が生活に特別な不便や不安を感じ

ることなく、快適に安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

このため、生活支援のためのサービス・制度や保健・医療の体制、生活環境を

整備します。 

 

Ⅱ 思いやりのまちづくり 

障害のある・なしにかかわらず、すべての人がお互いを思いやり、支え合って

暮らすまちづくりを進めます。 

このため、障害や障害のある人に関する理解の促進や交流、地域福祉活動を推

進します。 

 

Ⅲ 活きいき暮らすまちづくり 

障害のある・なしにかかわらず、すべての人が主役となって、自らの意思で自

分の生活を選択・決定し、自分らしく活きいきと暮らせるまちづくりを進めます。 

このため、教育・育成や雇用・就業、スポーツ・レクリエーションに関する取

組を推進します。 
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第３節 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【将来像】     【基本目標】              【基本施策】 

 

快
適
・
安
心
・
思
い
や
り 

 

み
ん
な
が
活
き
い
き
暮
ら
す
ま
ち 

Ⅰ 快適・安心の 
まちづくり 

Ⅱ 思いやりの 
まちづくり 

Ⅲ 活きいき暮らす 
まちづくり 

１．生活支援 

（１）相談・情報提供の充実 

（２）在宅サービスの充実 

（３）外出・移動支援の充実 

（４）コミュニケーションの支援 

（５）経済的支援の推進 

２．保健・医療 

（１）疾病の予防・早期発見の推進 

（２）医療・リハビリテーションの充実 

３．生活環境 

（１）福祉のまちづくりの推進 

（２）住環境の整備 

（３）防災・防犯体制の整備 

 

１．理解・交流 

（１）啓発・広報の推進 

（２）福祉教育の推進 

（３）交流活動の推進 

２．地域福祉 

（１）地域ぐるみの福祉活動の推進 

（２）ボランティア活動の推進 

（３）虐待防止 

（４）権利擁護の推進 

（５）行政サービスにおける合理的配慮 

 

１．教育・育成 

（１）就学前療育・保育の充実 

（２）学校教育の充実 

（３）放課後対策等の充実 

２．雇用・就業 

（１）働く場の拡大 

（２）総合的な支援施策の推進 

３．スポーツ・文化活動 

（１）スポーツ・文化活動等の推進 
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第４章 施策の展開 

Ⅰ 快適・安心のまちづくり 

１．生活支援 

◆◇現状と課題◇◆ 

障害者総合支援法では「共生社会の実現」という理念の導入に加え、制度の谷

間を埋めるため難病等をサービスの対象に含めるなど制度の充実が図られてき

ました。サービスの提供基盤の充実・強化を、サービス提供事業所や関係機関と

の連携により、引き続き進めるとともに、必要な人に必要なサービスが届くよう、

相談支援体制の充実と、制度の周知をさらに図っていくことが課題となっていま

す。 

本市では、障害のある人の地域での自立した暮らしを支援するため、各種の福

祉サービスを実施していますが、高齢の障害者の増加による介護サービスのニー

ズの増大や、共同生活援助（グループホーム）の整備等が課題となっています。 

また、その他のサービスについても、利用者ニーズの的確な把握とニーズに対

応したサービスの質的充実に努める必要があります。 

その他、地域における相談支援体制の強化やコミュニケーション支援の充実、

成年後見制度の利用定着に向けた取組等を推進し、現在施設や病院で暮らしてい

る人も含め、地域で暮らすことを希望するすべての人が、豊かな地域生活を実現

できるような体制の充実を図ることが重要です。 

 

◆◇今後の取組◇◆ 

（１）相談・情報提供の充実 

○身近な相談窓口の充実 

関係各課、社会福祉協議会、保健所など関係機関・団体との連携を密にし、

あらゆる相談に対し必要な支援を迅速に提供する体制を構築します。 

また、市直営の相談センターの設置や市中心部での相談窓口の設置を検討

します。 

さらに、電話相談、ファクシミリ、Ｅメールなど、相談者が利用しやすい

手段の活用を図ります。 
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○障害のある人の権利擁護の推進 

成年後見制度や社会福祉協議会の日常生活自立支援事業等の周知徹底と利

用促進を図り、障害のある人の権利擁護に努めます。 

 

○専門的な相談支援の充実 

本市では、事業者に委託し、社会福祉士、精神保健福祉士等による専門的

な相談機会の提供に努めていますが、利用状況が低いことから、周知と利用

促進を呼びかけるとともに、障害特性に応じた相談支援の充実に努めます。 

また、保健師・栄養士による健康相談や、精神科医による専門相談を継続

して実施します。 

 

○情報提供手段の充実 

手話通訳者派遣事業のさらなる周知を図り、利用拡大に努めます。 

また、視覚障害のある人に対する広報誌等の録音テープや点字版の作成等

の情報伝達手段を充実し、情報格差の解消に努めます。 

さらに、公共施設や文化施設における点字資料の設置や字幕スーパーの導

入等を検討し、情報提供手段の充実に努めます。 

 

（２）在宅サービスの充実 

○訪問系サービス及び短期入所サービスの充実 

居宅介護をはじめとする訪問系サービスは、障害のある人の居宅生活を支

える基本となるサービスであるため、サービス量の確保とともに、障害の状

態に応じた適切なサービスの提供を促進します。 

一時的に家庭での介護が困難になった場合や家族の疲労を軽減できるよう、

短期入所サービスの利用支援に努めるとともに、サービス供給体制の整備を

図ります。 

また、共生型サービスの必要に応じた確保に取り組みます。 

 

○日中活動系サービスの充実 

障害のある人の社会参加や社会活動が容易になるよう、日中活動系サービ

ス（生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）や就労移行支援事業、就労

継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）、療養介護、短期入所）の充実を図り、地域での

自立した生活を支援します。 

 

○居住系サービスの充実 

共同生活援助（グループホーム）について、供給体制の整備を図ります。

また、市営住宅等の住まいの確保に取り組みます。 

2018（平成 30）年度より新たに障害福祉サービスに位置づけられた「自

立生活援助」の普及・促進により、一人暮らし障害者の生活支援に取り組み
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ます。 

さらに、入所が必要な人が、個々の障害の程度や状況に応じた適切な施設

を利用することができるよう、広域的な施設の情報を提供します。 

 

○障害児通所支援の充実 

障害のある児童とその家族が適切な支援を受けられるよう、障害児通所支

援の充実を図るとともに、一人ひとりの児童のニーズに応じた教育・保育・

医療・福祉の支援が受けられる体制づくりを進めます。 

重度の障害のある児童に対する支援の充実を図ります。また、医療的ケア

を必要とする障害児が必要な支援を受けられ、家族の負担が軽減されるよう、

医療的ケアに対応したサービスの確保と質の向上 、関係機関の連携体制の強

化を図ります。 

 

○障害のある人の地域移行支援 

施設入所者や、病院に入院している障害のある人の地域移行を進めるため、

各種サービスの利用支援や、地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）

事業を推進します。 

市と相談支援事業所、入院施設の連携により地域移行に向けた積極的な取

組を推進します。 

精神疾患・精神障害についての社会的偏見の解消に取り組み、総合的に地

域生活を支援する体制（地域包括ケアシステム）の確立を目指します。 

 

○補装具費の支給 

身体に障害がある人の職業、その他日常生活能力の向上を図るため、身体

機能を補完又は代替し、かつ長時間にわたって継続して使用される補装具（義

肢、装具、車いす等）の購入費、修理費の給付を行います。 

 

○日常生活用具給付等事業の推進 

障害のある人が適切な福祉用具を利用して、安全・快適に生活ができるよ

う、介護・訓練支援用具・自立生活支援用具・在宅療養等支援用具・情報・

意思疎通支援用具・排泄管理支援用具・居宅生活動作補助用具（住宅改修）

を給付又は貸与する日常生活用具給付事業を推進します。 

また、相談支援事業者等を通じて、情報提供の拡充を図ります。 

 

（３）外出・移動支援の充実 

○利用しやすいバスの運行 

市営バスについて、可能な限り障害のある人の利便に考慮した、利用しや

すい運行体制の実現に努めます。 
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○助成制度の周知 

有料道路通行料金割引等、移動・交通にかかる各種助成制度の周知を図り、

利用を促進します。 

 

○補助犬の普及・啓発 

身体障害者補助犬の利用希望者への情報提供に努めます。また、身体障害

のある人が公共施設等を利用する際に、身体障害者補助犬の同伴を拒否され

ないよう、「身体障害者補助犬法」の普及・啓発に努めます。 

 

○移動支援の充実 

在宅の障害のある人を対象として､余暇活動や社会参加のための外出の際

に、ヘルパーがマンツーマンで移動の支援をする移動支援事業の充実した実

施に努めます。 

また、重度の視覚障害者の移動支援である同行援護サービスの実施につい

て検討します。 

 

○自動車運転免許取得、改造助成事業の実施検討 

障害のある人の社会参加を促進するため、障害のある人の自動車運転免許

の取得や本人が運転する自動車の改造に必要な費用の一部を助成する自動車

運転免許取得、改造助成事業の実施を検討します。 

 

（４）コミュニケーションの支援 

○コミュニケーション手段の確保・充実 

情報・意思疎通支援用具等の給付などを行う日常生活用具給付等事業を推

進し、手話通訳者派遣事業の充実を図ります。 

また、手話通訳や要約筆記者、点字訳、音声訳など、コミュニケーション

を支援する人材の養成・確保と資質の向上のため、関係団体の活動を支援し、

全ての市民が円滑なコミュニケーションによる自立と共生が図れる地域社会

の実現に向けた条例等の整備を進めます。 

 

（５）経済的支援の推進 

○年金・手当制度の周知・充実 

障害のある人の所得保障のため、障害基礎年金などの公的年金制度や特別

障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当などの各種手当制度の周知

徹底に努めるとともに、各種制度の充実を国・県に働きかけます。 

また、預貯金や障害年金など個人の財産については、障害のある人が成年

後見制度などを利用して適切に管理できるよう支援します。 
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○心身障害者扶養共済制度への加入促進 

岡山県と連携し、心身障害のある人の保護者に万が－のことがあったとき、

残された障害児（者）に年金を給付する心身障害者扶養共済制度の周知と加

入促進を図ります。 

 

○生活福祉資金貸付制度の活用促進 

社会福祉協議会と連携し、障害者世帯等の経済的自立と生活の安定を図る

ため、生業費、住宅改修費、療養費などの必要な資金を低利で融資する生活

福祉資金貸付の制度の周知と活用促進を図ります。 

 

○税の減免制度の周知 

障害のある人の所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税などの控除、

軽減、非課税等の措置の周知を図ります。 

また、制度の周知漏れがないように、わかりやすい啓発を行います。 

 

○公的な割引制度の周知 

ＮＨＫ放送受信料や有料道路通行料等の割引制度の周知を図ります。 

 

○市施設等利用料の減免の検討 

障害のある人を対象とした公共の文化・スポーツ・レクリエーション施設・

公園等の利用料の減免を検討します。 
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２．保健・医療 

◆◇現状と課題◇◆ 

健やかで心豊かに生活できることは誰もが望んでいることであり、こうした生

活を送ることができるよう、疾病や障害の早期発見をはじめ、保健・医療、リハ

ビリテーションの充実を図り、適切に対応していくことが求められています。 

本市では乳幼児健康診査をはじめとした各種の母子保健事業を行っています。

今後とも、保育所、幼稚園等と連携しながら、一人ひとりの子どもの成長に適切

な支援をしていく必要があります。 

また、身体障害の場合は、後天的な疾病を原因としているケースが多く、疾病

の早期発見・治療により予防や程度の軽減ができると考えられます。 

悩みごとや心配ごととして、「自分の健康状態」や「家族の健康」を多くの人

が挙げており、生活習慣病などの予防のための健康づくり施策や高齢者の介護予

防施策と密接に連携を図り、障害の予防に努める必要があります。 

医療については、今後は障害のある人がより安心して医療サービスを受けられ

る体制を整えていく必要があります。 

 

◆◇今後の取組◇◆ 

（１）疾病の予防・早期発見の推進 

○母子保健事業の推進 

乳幼児の成長・発達に合わせた健康診査や健康相談、訪問指導などを充実

し、乳幼児期における疾病の予防・早期発見に努めます。 

また、健診や健康相談で継続したかかわりが必要な母子については、集団

での教室「ももっこ教室」等への参加を進め、育児についての意識の啓発と

発達支援を推進します。 

 

○障害の原因となる疾病などの予防 

障害の原因となる疾病の予防や発症後の進行を予防するため、健康教育や

健康相談などを通じて正しい知識や予防の重要性についての普及啓発を図り

ます。 

また、基本健康診査の受診を勧めるとともに、生活習慣病の予防に向けて、

食生活の改善や運動習慣の定着、禁煙といった生活習慣の改善に取り組める

環境づくりを推進します。 
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○精神疾患の早期発見・対応 

地域における健康診査や健康相談などの場を活用することにより、うつ病

やアルコール、薬物性などの精神疾患の早期発見に努めるとともに、医療機

関への早期受診・早期治療を図ります。 

 

○心の相談体制の充実 

保健所をはじめ、県の精神保健福祉センターや自殺予防情報センターなど

と連携し、児童・思春期の心の相談や青少年のひきこもり、うつ病などの精

神保健専門相談の充実に努めます。 

 

（２）医療・リハビリテーションの充実 

○医療体制の整備 

障害等の状況に応じた治療やリハビリテーションが受けられるよう、浅□

医師会等との連携のもと、障害者の理解を深め医療等を受けやすい体制を整

備します。 

 

○特定疾患対策の充実 

特定疾患治療研究事業対象者（難病患者）を対象に、保健所等との連携に

よる相談窓口の充実とともに、ニーズに沿った適切な在宅支援に努めます。 

 

○地域リハビリテーション体制の整備 

障害の進行防止を図り、障害のある人の自立を促進するために、リハビリ

テーション事業の充実に努めます。 

また、医療機関などとの連携のもと、地域の中で様々なリハビリテーショ

ンを受けることができる体制づくりに努めます。 

 

○精神保健医療体制の確立 

精神科と他の医療機関との連携並びに保健所、健診の実施機関などとの連

携強化を図り、地域における適切な精神医療提供体制の確立を図ります。 
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３．生活環境 

◆◇現状と課題◇◆ 

地域で安心して快適・安全に暮らすためには、生活空間が誰にとっても暮らし

やすいよう整っていることのほか、災害や犯罪を防ぐ仕組みや、起きた際の被害

を最小限に防ぐための対策が整っていることが必要です。 

アンケート調査では、外出時に困ることとして、「公共交通機関が少ない（な

い）」、「道路や駅に階段や段差が多い」、「列車やバスの乗り降り」、「外出先の建

物の設備が不便（通路、トイレ、エレベーターなど）」といった意見がみられま

した。 

このため、ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進め、住宅、建築物、

公共交通機関、歩行空間など生活空間のバリアフリー化を推進し、自宅から交通

機関、まちなかまで連続したバリアフリー環境の整備を推進することが重要です。 

一方、障害のある人の防災・防犯対策については、安全で安心して暮らせるま

ちづくりを推進していく上で、極めて重要な支援です。 

本市では、緊急通報システムとして、一人暮らしの重度身体障害者等を対象と

して緊急通報装置を貸与し、24 時間体制で緊急時に備えています。 

また、防災対策については、広報誌や市ホームページなどにおいて、防災マッ

プや避難場所、避難誘導などの対応について周知するとともに、「浅口市地域防

災計画」の中で避難行動要支援者への支援対策並びに安全対策について明記して

おり、障害のある人に配慮した防災対策を推進しています。 

今後はさらに、地域における避難行動要支援者の把握や迅速な情報伝達体制、

適切な避難誘導の仕組みを一層充実することが必要です。 

あわせて、犯罪や事故等の発生を防止するため、防犯対策の充実に取り組む必

要があります。 
 

◆◇今後の取組◇◆ 

（１）福祉のまちづくりの推進 

○ユニバーサルデザインの普及・啓発 

誰もが住みやすいまちづくりを進めていくため、建築物や公園、道路、住

宅等の設置者や建築技術者はもとより、市民一人ひとりに対して、ユニバー

サルデザインの考え方について普及・啓発を図ります。 
 

○公共施設のバリアフリー化推進 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、建

築物のバリアフリー化を進めます。公共施設等のトイレ等の改善やエレベー

ター、スロープ等の設置を推進します。 

また、身体障害者用駐車場の確保に努めます。 
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○歩行空間のバリアフリー化推進 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、空

間のバリアフリー化を進めます。安全な歩行空間が確保できるように、歩道

の拡幅や段差・傾斜の解消、白線などの誘導ラインや点字ブロックなど、施

設の改良を計画的に推進します。 

 

○交通機関のバリアフリー化推進 

障害のある人の外出を支援するため、交通機関のバリアフリー化を推進し

ます。 

 

（２）住環境の整備 

○障害のある人等の利用に対応した住宅の供給 

市営住宅の新築・建て替えに当たっては、障害のある人や高齢者の利用に

配慮します。 

 

○住宅改修の推進 

日常生活用具給付事業により、居宅生活動作補助用具（居宅生活動作等を

円滑にするための用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの）の設置を推

進します。 

 

（３）防災・防犯体制の整備 

○防災意識の向上 

災害が発生した場合、迅速かつ安全に避難できるよう、障害のある人に対

し、防災知識の普及・啓発の徹底を図ります。 

特に、広報などの資料は、点字、録音によるものやイラストを用いるなど、

わかりやすい情報提供に努めます。 

 

○緊急連絡体制の整備 

緊急時に消防署等関係機関にすぐに通報できるよう、一人暮らしの重度身

体障害者や高齢者等へ緊急通報装置を貸与します。 

また、携帯電話やメールなどの新しいメディアを駆使した緊急通報システ

ムの確立を図ります。 

 

○避難行動要支援者の避難誘導体制の確立 

避難行動要支援者リストの作成などによる地域の障害のある人の把握に努

めるとともに、地域防災計画に基づき、行政や福祉関係者、自主防災組織等

が一体となった地域ぐるみの避難行動要支援者の避難誘導体制の確立を図り

ます。 
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また、総合防災訓練や避難行動要支援者を重点とした避難誘導訓練等を実

施し、安全な避難の確保に努めます。 

 

○避難所などにおける支援体制の確立 

避難所等においては、障害者用トイレの設置や簡易トイレを用意、設置す

るとともに、段差解消等に努めます。 

また、福祉的・医療的サービスの必要な障害のある人については、関係機

関との連携のもとに、必要な措置を講ずるよう努めます。 

 

○防犯体制の整備 

障害のある人の犯罪被害防止のため、防犯知識の周知徹底に努めるほか、

地域住民による自主的な防犯組織づくりを支援します。 
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Ⅱ 思いやりのまちづくり 

１．理解・交流 

◆◇現状と課題◇◆ 

障害のあるなしにかかわらず、誰もが住み慣れた地域で当たり前に暮らしてい

けてこそ、ノーマルな状態であるというノーマライゼーションの考え方は、浸透

しつつありますが、まだ十分とは言えず、特に、発達障害や精神障害についての

理解は進んでいないのが現状です。 

障害のある人が安心して暮らしていくためには、何よりも周囲の人の理解が大

切であり、誰もが思いやりの心を持って支え合うまちづくりを進めていくことが

必要です。 

また一方で、知識だけでなく、実際に交流することを通じて障害への偏見や不

安感を解消していくことも重要です。人とふれあう機会は、障害のある人にとっ

て生きがいや希望のある生活を送る上で大切な役割を果たすことから、その人に

合った形で、交流の機会を持てることが大切です。 

今後は、市などが行う行事などをさらに誰もが参加しやすいものにしていくほ

か、障害者団体等の活動を支援し、様々な交流活動をより活発にしていく必要が

あります。 

 

◆◇今後の取組◇◆ 

（１）啓発・広報の推進 

○「障害者週間」等の周知 

「障害者の日」（12 月９日）、「障害者週間」（12 月３日～９日）、「障害者

雇用支援月間」（９月）、「人権週間」（12 月４日～10 日）の周知を図るとと

もに、これらの機会を活かして、障害に関する理解促進のための広報・啓発

を行います。 

 

○各種メディアを活用した啓発・広報 

市広報「あさくち」や社会福祉協議会の広報「福祉あさくち」をはじめ、

ホームページ、CATV を活用して、障害や障害者施策の理解に向けた啓発・

広報を行います。 

 

○発達障害や精神障害に対する理解促進 

理解が遅れている発達障害や精神障害について、関係機関や関係団体等と

協力し、障害や障害のある人の理解を深めるための広報啓発を推進します。 
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○ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発 

障害のある人等、緊急時や困った際に周囲への配慮や手助けをお願いしや

すい環境整備に努めます。 

 

（２）福祉教育の推進 

○交流教育の推進 

児童・生徒が互いに協力しながら共に育つことや、障害のある人への理解

を促進し、思いやりと助け合いの心を育てることを目的に、特別支援学級と

普通学級の交流教育を推進します。 

 

○学校教育等における福祉教育の充実 

「総合的な学習の時間」等の活用による一貫した福祉教育を推進し、幼い

頃から社会福祉への関心をもって自ら考え、行動する力を養います。 

 

○地域・職場における福祉教育の充実 

市民を対象の人権教育の一環として、障害のある人に関連する講座や講演

会等を実施します。 

また、民間企業などに対しても理解と協力を得て、福祉ボランティア活動

や研修機会の充実を図り、職場における福祉教育の取組を推進します。 

さらに、市職員についても手話研修や福祉実習などを推進し、職員の障害

や障害のある人への理解の促進に努めます。 

 

（３）交流活動の推進 

○市民相互の交流促進 

障害のある人とない人の交流の機会を増やすため、市主催の行事や障害者

団体主催の行事について、誰もが参加しやすい形態での実施を推進します。 

また、障害者施設などで開催されるバザーや夏祭りなどの各種行事への地

域住民の参加を促し、地域との交流を推進します。 

 

○障害者団体の活性化 

障害者団体の自主的活動を支援し、活性化を促進します。また、団体間相

互の連携の強化を図ります。 

 

○障害のある人のふれあい・交流機会の充実 

障害のある人やその家族同士の交流の機会として、ボランティアの交流の

もと、ふれあい・交流の場を設けるよう努めます。 
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２．地域福祉 

◆◇現状と課題◇◆ 

障害のある人を含め、誰もが地域で安心して暮らしていくためには、地域での

支え合いの仕組みがしっかりとできていることが必要です。 

本市では、地域住民が自分たちの地域の課題や対応策を検討する協議会型住民

自治組織を立ち上げるなど、市民主導によるまちづくりが行われている地域があ

ります。 

今後もこのような取組をさらに推進し、市民一人ひとりが地域福祉の担い手で

あることを認識し、支え合いのまちづくりを推進していくことが重要です。 

また、障害のある人を対象としたボランティア活動の推進は、障害のある人に

とって日常生活の必要が充足されるだけでなく、ボランティア活動へ参加した人

が障害のある人を取り巻く諸問題に対する理解を深めるきっかけになると考え

られ、市全体の福祉意識の高揚が期待されます。 

本市では、点訳・音訳や訪問活動など、障害のある人を支える様々なボランテ

ィア活動が実施されていますが、地域福祉を支えるボランティアは、一部の市民

に限られているのが現状です。 

今後は、さらに幅広い活動が展開されるよう、社会福祉協議会などと連携し、

地域のボランティア団体の育成・支援を積極的に行うとともに、幅広い人材の確

保・育成に努め、ボランティア活動が円滑に進められるような環境づくりを推進

していく必要があります。 

また、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第 23 条第１項及び「成年

後見制度利用促進基本計画」の考え方に基づき、後見人の担い手を確保するとと

もに、権利擁護支援の必要な人の発見に努める必要があります。 

 

◆◇今後の取組◇◆ 

（１）地域ぐるみの福祉活動の推進 

○地域での支え合いの推進 

地域で民生委員児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、福祉委

員、各種ボランティア、地域住民が協力して障害のある人を支え合う活動の

推進を図ります。 

 

○地域福祉意識の啓発 

すべての人が互いに思いやる、ノーマライゼーションの理念が実現された

地域社会を構築するため、「広報あさくち」やパンフレットなど、様々なメデ

ィアを活用した広報活動の充実により、市民の地域福祉意識の向上や福祉活

動への積極的な参加意識の醸成を図ります。 
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○社会福祉協議会の機能強化 

福祉サービスや福祉委員活動、サロン事業などの各種事業の充実を図り、

支援が必要な障害のある人の自立と生活支援に努めます。 

また、市民に開かれた社会福祉協議会として、広報「福祉あさくち」やホ

ームページなどにおいて、積極的な情報提供を行うことで、福祉活動への住

民参加を促進します。 

 

○社会福祉協議会の活動支援 

地域における福祉活動を推進するため、地域福祉ネットワークの構築やボ

ランティア活動など、社会福祉協議会事業の充実強化に向けた支援と連携を

図ります。 

 

（２）ボランティア活動の推進 

○ボランティア活動の啓発 

社会福祉協議会や各種ボランティア団体と連携して、ボランティア活動へ

の参加に向けた意識啓発やボランティアリーダーの育成等に努めます。 

 

○ボランティアセンターの機能強化 

ボランティア活動に関する情報提供や担い手の発掘・育成、担い手と受け

手を結びつけるコーディネート体制を整備するなど、ボランティアセンター

の機能強化を図り、市民のボランティア活動を積極的に支援します。 

 

○ボランティアの養成 

公民館、健康福祉センターなど、参加しやすい身近な場所におけるボラン

ティア養成講座の開催などを通じ、ボランティアの養成・確保に努めます。 

特に、手話通訳や要約筆記、音声訳、点字訳、朗読ボランティア、外出介

助を行うボランティアなど、専門的な技術を必要とするボランティアの養

成・確保を図ります。 

 

（３）虐待防止 

○「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の制

     定 

障害のある人への虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立

及び社会参加にとって虐待の防止は極めて重要であるとして、2011(平成

23)年６月 24 日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に

関する法律」が公布（2012(平成 24)年 10 月施行）され、虐待防止につい

て一層の強化を図ることが求められています。 
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○虐待の防止 

現在、虐待・いじめ・ＤＶ等の相談、対応については、市及び関係機関が

連携をとり、迅速・適切な対応を行っています。 

今後、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応や再発の防止に向けたシ

ステムの整備に取り組んでいきます。 

 

（４）権利擁護の推進 

○「障害者基本法の一部を改正する法律（改正障害者基本法）」の施行 

2011（平成 23）年８月５日に「障害者基本法の一部を改正する法律」が

公布され、一部を除き同日に施行されました。この改正で、障害者の定義が

見直されるとともに「差別の禁止」が新たに制定されました。 

 

○障害者の権利擁護 

障害特性により支援サービスが容易に利用できない、身の回りのことや金

銭管理ができない、といったケースへの対応や、虐待や金銭詐取といった悪

質な権利侵害の防止・救済など、障害者の権利擁護の強化に努めます。 

 

○成年後見制度等の利用促進 

権利擁護について、障害福祉サービス事業者や住民に研修会の開催やパン

フレットの配布などを通じて周知するとともに、支援の必要な人の発見に努

めます。 

財産管理のみならず、意思決定支援や身上監護も重視し、適切な後見人の

選任や地域福祉権利擁護事業の利用など、本人らしい生活を守るための制度

として利用者がメリットを実感できる制度の運用を目指します。 

また、あさくち権利擁護推進センターと連携し、成年後見制度利用促進体

制の構築に努めていきます。 

必要な支援の内容を、担当課、社会福祉協議会その他関係者で構成する地

域連携チームで検討し、弁護士等の意見も踏まえながら対応します。 

さらに、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが

困難な障害のある人に対して助成を行います。 

また、地域連携ネットワークやチームでの見守り体制の整備により、後見

人等が孤立することなく、日常的に連携できる環境を確保し、不正発生を未

然に防ぐ体制を整えます。 

 

（５）行政サービスにおける合理的配慮 

○行政サービスにおける合理的配慮の追求 

障害のある人の権利を制限する社会的障壁の除去・軽減について、特に行

政サービスにおいては、必要かつ合理的な配慮ができるよう、市をあげて取
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り組みます。 

行政サービスの実行者である行政職員が、求められる合理的配慮の考え方

や、具体的な手段等について、より高い知見を持って業務に取り組めるよう、

研修を実施します。 

障害を理由とする制限によって、公的な制度・サービスの利用を妨げられ

ることのないように、行政手続きにおける合理的配慮を追求します。 

また、選挙における配慮や公共施設の利用申し込みにおける配慮、活字文

書読み上げ装置の設置等、障害特性に応じた手続き・情報利用が可能となる

ような取組を引き続き推進します。 

 

○情報バリアフリーの推進 

広報やホームページについて、文字の大きさやフォント、色彩などに配慮

し、障害のある人にとって見やすく、わかりやすい情報提供に努めます。 

障害のある人の特性やニーズに対応した情報提供の方法等を把握し、必要

に応じて導入するなど、情報アクセシビリティ(アクセスのしやすさ)の充実に

努めます。 
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Ⅲ 活きいき暮らすまちづくり 

１．教育・育成 

◆◇現状と課題◇◆ 

障害のある子どもがそれぞれの個性を発揮し、その能力を最大限に伸ばしてい

くためには、乳幼児期における障害の早期発見・早期療育から一人ひとりの特性

に応じた教育を行うことができるよう、保健・医療・福祉・教育が連携しながら、

一貫した療育・教育体制を整備していく必要があります。 

本市では、すべての保育園や幼稚園で障害児保育を実施する体制をとっており、

今後も一人ひとりの障害の状況や実態にあった保育の充実を図っていく必要が

あります。 

一方、学校教育については、「特殊教育」から、児童・生徒一人ひとりの教育

的ニーズに応じ、適切な教育的支援を行う「特別支援教育」へと移行しています。 

特別支援教育では、学習困難、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥／多動性障害（Ａ

ＤＨＤ）、高機能自閉症といった障害を持つ軽度発達障害の子どもも対象として

おり、実態を正確に把握し、適切な支援を行うことが必要です。 

また、教育委員会による教育相談や就学指導委員会による取組、「ことばの教

室」など、専門的な指導の充実に取り組むとともに、地域での放課後や休日、長

期休暇時などにおける余暇活動の場の充実を図る必要があります。 

さらに、障害のある人の支援においては、ライフステージごとにかかわる機関

が異なり、切れ目ができやすいことが指摘されていることから、本市においても、

乳幼児期から学校卒業後まで一貫した保育・療育・教育を推進できるよう、体制

を充実してい＜必要があります。 

 

◆◇今後の取組◇◆ 

（１）就学前療育・保育の充実 

○障害の早期発見・対応 

乳幼児健康診査や保健指導を通じて把握した発達の遅れや障害が疑われる

乳幼児の保護者に対して保健師等が発達相談を行います。また、発達相談の

実施など、必要に応じて相談機関との連携を図ります。 

子どもの障害と初めて向き合う保護者の思いに寄り添う支援と、医療機

関・支援サービス等の適切な情報提供に努めます。 

 

○療育体制の充実 

適切な時期に適切な療育が行われるよう、医療・福祉・教育等関係機関に

よる療育ネットワークづくりに努めます。 
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○障害児保育の充実 

障害児保育に関する研修を実施するなど、保育士等の資質の向上を図り、

各保育所・幼稚園・こども園において、一人ひとりの障害の種別・程度に合

った障害児保育を実施します。 

また、発達障害児が在籍している保育所・幼稚園・こども園へ生活支援員

の配置に努めます。 

 

○保護者並びに関係機関との連携強化 

子どもの発達段階に応じた保育内容の充実を図るため、保護者をはじめ、

保健所、医療、教育部門及び県の専門機関との連携を強化します。 

また、発達が気になる児童とその保護者同士の交流の場として 2017(平成

29)年 9 月に開所した「にじいろぱらそる」では、子育てに不安を抱える保

護者の心のケアや相談支援に努めます。 

 

（２）学校教育の充実 

○就学相談・指導体制の充実 

障害児一人ひとりの状況に合った就学を進めるため、本人・保護者の意向

を尊重しながら適切な就学指導に努めます。 

また、多様な教育相談に対応できるよう、県の巡回教育相談の活用を進め

るとともに、関係機関との連携を深め、教育相談体制を充実します。 

 

○特別支援教育の推進 

身体・知的障害だけでなく、自閉症、学習障害・注意欠陥／多動性障害等

の発達障害により、特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりに応じ

た、教育内容の充実に努めます。 

また、障害のある子どもと健常児の交流や共同学習の機会の充実に努めま

す。 

 

○教職員の専門性の向上 

特別支援教育の内容の充実を図るため、特別支援教育に関する研究・研修

を進め、指導力の向上を図ります。 

 

○卒業後進路の拡大 

義務教育修了後の社会的自立を支援するため、特別支援学校、公共職業安

定所や企業、作業所、施設等関係機関との連携を強化し、進路の拡大を図り

ます。 
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○学校施設の整備改善 

障害のある児童・生徒が安心して通い、使いやすく安全性が確保された学

校施設とするため、大規模改修などの際に学校施設、設備の整備改善を図り

ます。 

 

（３）放課後対策等の充実 

○放課後児童クラブの体制整備 

障害児の利用に際しては、職員の研修等を充実させ、障害児が安心して利

用できる体制の整備を推進します。 
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２．雇用・就業 

◆◇現状と課題◇◆ 

障害のある人の雇用・就労は、社会経済活動への「完全参加と平等」に向けた

大きな課題であり、就労を通じた自己実現を図りながら、障害のある人の社会的

役割を再構築するための手段として、また経済的な自立の課題として、重要とな

っています。 

本市には、福祉的就労の場として就労継続支援(Ａ型・Ｂ型)事業所があるほか、

３か所の地域活動支援センターで生産活動の機会が提供されています。 

障害のある人の多くは、企業等での一般就労を望んでいますが、現実の就労を

めぐる環境はまだまだ厳しい現状にあると考えられます。 

また、障害者優先調達推進法（2013（平成 25）年度より施行）に基づく障

害者就労施設等からの物品調達の促進も課題となっています。 

2016（平成 28）年度に施行された障害者差別解消法は公的機関と民間事業

者に、差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の不提供の禁止を定めています。また、

障害者雇用促進法の改正により法定雇用率の引き上げ（2018（平成 30）年度

より）や、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的

配慮）の提供義務が新たに規定されるなど障害者の雇用をめぐる制度改正が急速

に進んでいます。こうした状況について、民間事業者等への周知を進め、障害者

雇用を促進することが求められます。 

雇用・就労に関しては、関係機関それぞれの特色を生かしたネットワークの連

携が重要となっています。今後とも関係機関と連携しながら、障害のある人の雇

用の一助となるようネットワークを強化していく必要があります。 

また、障害のある人の就労機会の少なさや賃金、雇用形態に課題があることを

踏まえ、今後も就労のための技能の養成に努めるとともに、在宅での就労環境づ

くりや、就労移行支援事業の利用支援など、雇用促進に向けた就労環境づくりを

進めていくネットワークの活用を図る必要があります。 

 

◆◇今後の取組◇◆ 

（１）働く場の拡大 

○障害者雇用に対する理解の促進 

企業（事業主）に対し、障害者雇用への理解を促すために、毎年９月の障

害者雇用支援月間を中心に、各種啓発やＰＲを行い、障害のある人の雇用拡

大や労働環境の整備を働きかけます。 

 

○障害者雇用率の達成 

公共職業安定所や関係機関と連携しながら、障害者雇用率制度や助成金措
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置などの各種制度を周知し、雇用率未達成企業の解消を促進します。 

障害の内容に応じた業務開拓を行う中で、個人が持つ業務能力や知識等が

十分に発揮できるよう配慮しながら、本市や本市の関係機関における雇用率

を高めるなど、障害のある人の雇用の促進と継続的な雇用に努めます。 

障害者優先調達方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達につ

いて、全庁的に周知し促進を図ります。 

 

○福祉的就労の場の運営支援 

公的施設における業務の委託や、製品の優先購入や販売場所設置の検討を

進めるなど、福祉就労施設等の運営を積極的に支援し、工賃アップにつなげ

ます。 

 

（２）総合的な支援施策の推進 

○障害福祉サービスによる支援の推進 

一般企業等への就職を希望する人に対して、一定期間、就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練を行う「就労移行支援」を推進します。 

また､一般企業等での就労が困難な人に対して､働く場を提供するとともに、

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う「就労継続支援」を推進しま

す。 

 

○相談・助言体制の充実 

公共職業安定所等と連携を図り、適切な相談・助言を行います。 

 

○各機関による支援策の周知 

県の「障害者就業・生活支援センター」や「障害者ＩＴサポートセンター

おかやま」、「バーチャルエ房おかやま」等の取組や、公共職業安定所の障害

者の就労に向けた各種事業について周知を図ります。 

 

○就職後のフォローアップ体制の整備 

障害のある人の安定的な職業生活の維持のため、就労面や生活面の支援、

職場訪問などにより、障害のある人本人及び企業側などの問題解決を支援す

る仕組みづくりを関係機関との連携をもとに進めます。 
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３．スポーツ・文化活動 

◆◇現状と課題◇◆ 

スポーツ等の活動は、障害の有無を問わず一人ひとりの人生をより充実したも

のにするという要素を持っており、「リハビリテーション」、「体力維持・増進並

びに残存能力の維持」だけではなく、人と人をつなぐ交流の場としても効果を発

揮し、障害のある人の自立と社会参加の促進にも大きな役割を果たしています。 

さらに、このような機会において、障害のあるなしにかかわらない交流が行わ

れることは、周囲の人が障害への理解を深めるにも大きな効果があります。 

本市では、各地域や市全体で様々な行事が行われているほか、スポーツや文化

に関する各種の教室が開催されています。 

また、広域で行われている障害者スポーツ大会等に、本市からも積極的な参加

があります。 

このため今後は、ニーズを汲みながら、あらゆる地域活動やスポーツ活動、文

化・芸術活動に誰もが参加しやすい体制づくりをさらに充実していくことが必要

です。 

 

◆◇今後の取組◇◆ 

（１）スポーツ・文化活動等の推進 

○スポーツ・レクリエーション活動の推進 

各種の障害者スポーツ大会等への参加を支援するとともに、誰もが参加し

やすいスポーツ・レクリエーションイベントや教室の開催に努めます。 

また、障害者スポーツ指導に対する経験や専門的知識を持った指導員の確

保や育成を検討します。 

 

○文化・芸術活動の推進 

障害のある人や障害者団体などによる、文化・芸術活動への取組を支援す

るとともに、誰もが参加しやすい文化・芸術イベントや教室の開催に努めま

す。 

講演会等の開催に当たっては、手話通訳・要約筆記などのボランティアを

派遣するなど、障害のある人が参加しやすいような環境づくりに努めます。 
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○市民イベント等への参加促進 

市主催の各種行事・イベントや、自治組織、子ども会、地域ボランティア

活動、まつりなどの地域行事への障害のある人の参加を促進するため、参加

しやすいプログラムづくりや参加の呼びかけを行います。 

 

○スポーツ施設や文化施設のバリアフリー化推進 

スポーツ・レクリエーション施設や文化施設の改修・整備の際に、車いす

使用者でも利用ができるトイレやエレベーターの設置など、障害のある人に

配慮した施設整備に努めます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５期障害福祉計画 

第 1 期障害児福祉計画 
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第５章 第４期障害福祉計画の達成状況 

 

第１節 福祉施設から地域生活への移行 

項目 数値 考え方 

基準値（Ａ） 38人 2013(平成 25)年度末現在の施設入所者数 

目標値（Ｂ１） 10人 （Ａ）のうち地域生活移行者数 

実績値（Ｃ１） 1人 （Ｂ１）に対する実績 

目標年度入所者数 33人 2017(平成 29)年度末時点での施設入所者の当初見込数 

目標値（Ｂ２） 5人 2017(平成 29)年度末時点での（Ａ）からの削減数 

実績値（Ｃ２） 5人 （Ｂ２）に対する実績 

2016(平成 28)年度入所者数 43人 2016(平成 28)年度末時点での施設入所者の実績数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 福祉施設から一般就労への移行 

項目 数値 考え方 

基準値（Ａ） 2人 2012(平成 24)年度における一般就労移行者数 

目標値（Ｂ） 4人 2017(平成 29)年度における一般就労移行者数 

実績値（Ｃ） 1人 （Ｂ）に対する実績 

2016(平成 28)年度移行者数 1人  

2012(平成 24)年度移行者数 2人  

 

 

 

 

評 価 
入所者はいずれも高齢もしくは重度の障害のある人で、日常的

な介護がなければ生活ができない方々が多く、現状として地域生

活への移行が困難な状態であると考えられます。 

本市では、特に重度の障害のある人が施設から地域に戻る受け

皿がないことが課題となっていますが、井笠地域障害者自立支援

協議会や関係機関との連携により、自立訓練等サービスの充実を

図ることで施設から地域生活への移行を進めます。 

評 価 
一般就労への移行者数については、引き続き、関係機関との連

携を強化し、一般就労への移行継続に取り組みます。 
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第３節 就労移行支援事業の利用者数 

項目 数値 考え方 

基準値（Ａ） 2人 2013(平成 25)年度における就労移行支援事業利用者数 

目標値（Ｂ） 12人 2017(平成 29)年度における就労移行支援事業利用者数 

実績値（Ｃ） 8人 （Ｂ）に対する実績 

 

 

 

 

 

第４節 障害福祉サービスの実績 

１．自立支援給付 

（１）訪問系サービス 
■訪問系サービスの実績値                        （単位：時間／月） 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 

居宅介護 
重度訪問介護 
同行援護 
行動援護 
重度障害者等包括支援 

330 340 103.0% 435 298 68.5% 480 275 57.2% 

注：平成 29（2017）年度は９月時点の実績 

 

 

 

 

 

 

※単位の考え方は・「人」:月間の総実利用者数、「時間/月」:月間の総利用時間数、「人日」:月間

の総利用日数となっています。以下同じ。 

 

評 価 
訪問系サービスの利用状況をみると、年度によって増減があり

ますが、障害のある人の地域生活への移行が進むことが予想され

るため、今後はサービス利用量の増加が見込まれます。 

評 価 
就労移行支援事業利用者数については、引き続き、関係機関と

の連携を強化し、利用者数の増加に取り組みます 
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（２）日中活動系サービス 
■日中活動系サービスの実績値              （単位：人日/月（療養介護は人/月）） 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 

生活介護 1,826 1,279 70.0% 1,848 1,271 68.8% 1,870 1,264 67.6% 

自立訓練 

（機能訓練） 
0 0 - 0 21 - 0 19 - 

自立訓練 

（生活訓練） 
22 46 209.1% 22 0 0 22 63 286.4% 

就労移行支援 88 52 59.1% 154 172 111.7 264 224 84.8% 

就労継続支援 

（Ａ型） 
880 944 107.3% 990 1,075 108.6% 1,100 900 81.8% 

就労継続支援 

（Ｂ型） 
1,034 918 88.8% 1,078 951 88.2% 1,122 952 84.8% 

療養介護 10 9 90.0% 10 8 80.0% 10 8 80.0% 

短期入所 

（ショートステイ） 
140 63 45.0% 147 63 42.8% 154 154 48.1% 

注：平成 29（2017）年度は９月時点の実績 

 

 

 

 

 

 

（３）居住系サービス 
■居住系サービスの実績値                         （単位：人／月） 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 

共同生活援助  

（ケアホーム） 
40 29 72.5% 40 31 77.5% 40 30 75.0% 

施設入所支援 36 45 125.0% 34 43 126.5% 34 46 135.3% 

注：平成 29（2017）年度は９月時点の実績 

 

 

 

 

 

 

評 価 
日中活動系サービスの提供状況をみると、「就労継続支援（Ａ

型）」が、計画値と比較して利用者数が増加傾向にあります。こ

れは、近隣の市町に事業所が開所したこともあり、今後もさらに

増加すると思われます。 

 

評 価 
居住系サービスでは、「共同生活援助」「施設入所支援」とも

に、サービスの利用は横ばい状態ですが、今後は施設入所者の地

域生活への移行が進むことが予想されるため、「共同生活援助」

については増加が見込まれます。 
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（４）相談支援 
■指定相談支援サービスの実績値                      （単位：人／月） 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 

計画相談支援 20 43 215.0% 25 38 152.0% 30 30 100% 

地域移行支援 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

地域定着支援 3 7 233.3% 4 11 275.0% 5 9 180.0% 

注：平成 29（2017）年度は９月時点の実績 

 

 

 

 

 

（５）障害のある児童への支援 
■障害のある児童への支援サービスの実績値                 （単位：人／月） 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 

児童発達支援 43 60 71.7% 45 69 153.3% 47 54 114.9% 

医療型児童発達支援 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

放課後デイサービス 20 34 58.8% 22 46 209.1% 24 56 233.3% 

保育所等訪問支援 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

障害児相談支援 10 2 20.0% 10 26 260.0% 10 3 30.0% 

注：平成 29（2017）年度は９月時点の実績 

 

 

 

 

 

評 価 
サービス等利用計画の作成は、すべての障害福祉サービス利用

者が計画の対象となっているため、今後はサービス利用者と同様

に推移していくと思われます。 

評 価 
児童発達支援では、計画値に対して利用実績が上回っていま

す。放課後デイサービスでも、計画値に対して実績値が上回って

います。障害児相談支援は実績値が増えつつあります。 
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第５節 地域生活支援事業の実績 

第 4 期計画に基づき、市の地域生活支援事業として行った必須事業とその他の任意

事業の実績値は次のとおりです。 

 

（１）必須事業 
■相談支援事業の実績値                          （単位：か所） 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 見込 実績 進捗 

相談支援事業 

 

障害者相談支援事業 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 

地域自立支援協議会 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

市町村相談支援機能強

化事業 
3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 

成年後見制度利用支援

事業 
6 0 0 5 1 20% 5 2 40% 

注：平成 29（2017）年度は９月時点の実績 

■意思疎通支援事業の実績 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

実績 実績 実績(H29.2月現在) 

意思疎通支援事業 
手話通訳者設置 

（手話通訳対応 487件） 

手話通訳者設置 

（手話通訳対応 568件） 

手話通訳者設置 

（手話通訳対応 659件） 

 

■日常生活用具給付等事業の提供状況                    （単位：件／年） 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

計画 実績 進捗 計画 実績 進捗 計画 実績 進捗 

日常生活用具給付等事業 

 
 

介護・訓練支援用具 6 0 0 6 1 16.7% 6 1 16.7% 

自立生活支援用具 5 5 100% 5 4 80% 5 1 20% 

在宅療養等支援用具 4 8 200% 4 2 50% 4 4 100 

情報・意思疎通支援用

具 
9 11 122.2% 9 12 133.3% 9 4 44.4% 

排泄管理支援用具 996 916 92.0% 996 911 91.5% 996 304 30.5% 

居宅生活動作補助用具

（住宅改修） 
2 0 0 2 0 0 2 0 0 

注：平成29（2017）年度は９月時点の実績 
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■移動支援事業の実績値                        （単位：時間／月） 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

計画 実績 進捗 計画 実績 進捗 計画 実績 進捗 

移動支援事業 140 82.5 58.9% 145 74 51.0% 150 54 36% 

注：平成 29（2017）年度は９月時点の実績 

■地域活動支援センター事業の実績値                    （単位：か所） 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

計画 実績 進捗 計画 実績 進捗 計画 実績 進捗 

地域活動支援センター 
機能強化事業 Ⅱ型 

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

地域活動支援センター 
機能強化事業 Ⅲ型 

3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）任意事業 
■日中一時支援事業の提供状況（利用人数）                 （単位：人／月） 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

計画 実績 進捗 計画 実績 進捗 計画 実績 進捗 

日中一時支援事業 20 24 120% 20 24 120% 20 31 155% 

注：平成 29（2017）年度は９月時点の実績 

■声の広報発行事業の実績値（発行回数）                  （単位：回／年） 

サービス種別 

2015年度 
(平成 27年度) 

2016年度 
(平成 28年度) 

2017年度 
(平成 29年度) 

計画 実績 進捗 計画 実績 進捗 計画 実績 進捗 

声の広報発行事業 12 12 100% 12 12 100% 12 12 100% 

 

 

 

 

評 価 
相談支援事業の実績については、計画値どおりとなっており、

成年後見制度利用支援事業については、利用が少なくなっていま

す。 

意思疎通支援事業については、手話通訳者設置以後、手話通訳

派遣利用件数は大幅に増加しています。今後も、障害のある人が

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域生

活支援事業の提供体制の充実を図っていく必要があります。 

評 価 
日中一時支援事業は計画値を上回っています。 

声の広報発行事業は、予定どおり実施されています。 
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第６章 第５期障害福祉計画 

・第１期障害児福祉計画 

 

第１節 第５期障害福祉計画等の基本的事項 

本計画は、すべての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する

かけがえのない個人として尊重されるものであるとする障害者基本法の理念を踏ま

え、国の基本指針に基づき策定します。 

 

１．障害福祉計画等における国の基本的事項 

※以下の基本的事項は、国の基本指針に記載されている障害福祉サービス等及び障害児

通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項を要約しました。 

 

(１) 障害者の自己決定の尊重と意思決定の支援 

障害者が積極的に社会参加できる社会を実現するため、障害者の自己決定を

尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者が必要とする障害福

祉サービスやその他の支援を受けつつ、障害者の自立と社会参加の実現を図っ

ていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体

制の整備を進めます。 
 

(２) 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元

的な障害福祉サービスの実施 

障害者が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう、市町村を実施

主体の基本とします。 

また、障害福祉サービスの対象となる障害者の範囲を、身体障害者、知的障

害者及び精神障害者（発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。以下同じ。）

並びに難病患者等（治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であっ

て障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法令施行令で定

めるものによる障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活

に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。）であって 18 歳以上

の者並びに障害児とし、サービスの充実を図ります。 
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(３) 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援

などの課題に対応したサービス提供体制の整備 

障害者の自立支援の観点から、入所等（福祉施設への入所又は病院への入院

をいう。以下同じ。）から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支

援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者の生活を地域全体

で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、ＮＰＯなどに

よるインフォーマルなサービス（法律や制度に基づかない形で提供されるサー

ビスをいう。）の提供など、地域の社会資源を最大限に活用し、サービス提供

体制の整備を進めます。 

 

(４) 地域共生社会の実現に向けた取組整備 
地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、

暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に取

り組みます。 

また、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや、地

域の実情に応じた制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保、人工呼吸器を

装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある

障害児（以下「医療的ケア児」という。）が保健、医療、障害福祉、保育、教

育等の支援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対し

て、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制の構築を目指

します。 

 

(５) 障害児の健やかな育成のための発達支援 
障害児のライフステージに沿って地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、

就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体

制の構築を図ります。さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地

域の保育、教育等の支援を受けられるようにすることで、障害の有無にかかわ

らず、すべての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容（インク

ルージョン）を推進していきます。 

 

２．障害福祉サービスの提供体制に関する基本的考え方 

(１) 必要な訪問系サービスが受けられるようにします 
障害者が地域で自分らしく安心して暮らしていくことができるよう、必要な

訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援）を利用できるようにします。 

 

(２) 希望する人が日中活動系サービスを受けられるようにします 
障害者一人ひとりのニーズに応じ、希望する障害者が地域で自立した日常生
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活や社会生活を営むことができるよう、必要な日中活動系サービス（生活介護、

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、短期入所、療養介護）

を利用できるようにします。 

 

(３) グループホームなどを充実して施設入所から地域生活への移行を

推進します 
地域における居住の場として共同生活援助（グループホーム）や日常の生活

能力の向上のための自立訓練事業などの日中活動など地域で生活するための

支援を充実させ、福祉施設への入所や精神科病院の入院から地域への移行を進

めていきます。 

 

(４) 福祉施設から一般就労への移行などを推進します 
就労移行支援事業及び就労定着支援事業などの推進により、障害者の福祉施

設から一般就労への移行を進めるとともに、定着を推進します。 

 

３ 相談支援の提供体制に関する基本的な考え方 

(１) 相談支援体制の構築 
相談支援事業者等は、障害者等及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、

適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等、行政機関その他関係機関との

連携に努めることが必要です。 

地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センターの機能を有

効に活用するようにしていきます。 

 

(２) 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 
障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定

着はもとより、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で

生活できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着

支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていきます。 

 

(３) 協議会の設置等 
障害者地域自立支援協議会は関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題

の改善に取り組むとともに、市が障害福祉計画等を定め、又は変更しようとす

る際に意見を求められた場合に、地域の課題解決に向けた積極的な提示を行う

ことが重要となります。地域の障害福祉に関する提供体制について協議を行い、

社会資源の開発を進めるとともに、事業者との連絡調整が行えるよう、効果的

な相談支援事業を実施していきます。 
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４ 障害児支援の提供体制に関する基本的な考え方 

(１) 地域支援体制の構築 
障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害

児の障害別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地

域における支援体制の整備が必要となります。 

 

(２) 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 
障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所やこども園、放課後児童健

全育成事業（放課後児童クラブ）等の子育て支援施策との緊密な連携を図るこ

とが重要です。また、障害児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時

において支援が円滑に引き継がれることも含め、教育委員会等との連携体制を

確保することが必要となります。 

 

(３) 地域社会への参加・包容の推進 
保育所等訪問支援を活用し、障害児通所支援事業所等が保育所や幼稚園、こ

ども園、放課後児童健全育成事業、小学校及び特別支援学校等の育ちの場での

支援に協力できるような体制を構築することにより、障害児の地域社会への参

加・包容の推進を図ります。 

 

(４) 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 
重症心身障害児や医療的ケア児に対する支援体制の充実を図ります。また、

強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、適切な支援ができる

よう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図るとともに、虐待を受けた障害

児等に対しては、障害児入所支援において小規模なグループによる支援や心理

的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行

うよう努めます。 

 

５ 障害児相談支援の提供体制に関する基本的な考え方 

障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継

続的な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ重要な

役割を担っています。このため、障害者に対する相談支援と同様に、障害児相談

支援についても質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体制の構築を目

指します。 
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第２節 成果目標の設定 

１．福祉施設から地域生活への移行 

 

 

 

 

 

項目 数値 考え方 

基準値（Ａ） 43人 2016(平成 28)年度末の施設入所者数 

目標値（Ｂ１） 4人 （Ａ）のうち地域生活移行者数 

目標年度入所者数 42人 2020(平成 32)年度末時点での施設入所者の見込数 

目標値（Ｂ２） 1人 2020(平成 32)年度における（Ａ）からの削減数 

 

 

 

 

 

 

２．精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

（１）市町村又は圏域ごとの協議の場 

 

 
 

項目 数値 考え方 

【目標値】 

精神障害にも対応した地域包括ケ

アシステム 

1 圏域の保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置する。 

 

 

 

 

【国の指針】 

○2020(平成 32)年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定するもの。当該数値

目標の設定に当たっては、2016(平成 28)年度末時点の施設入所者数の９％以上が地域生活

へ移行することを基本とする。 

2016(平成 28)年度末の施設入所者数を２％以上削減することを基本とする。 

確保の方策 
目標達成のため、相談支援を中心とした支援ネットワークの構

築等の体制づくりに努めます。また、本人、家族、地域における

支援者等の状況や意向に配慮しながら、障害のある人にとって必

要な支援が提供されるよう慎重に移行を進めることとします。 

 

【国の指針】 

○2020(平成 32)年度末までにすべての圏域ごとに、精神障害者地域移行・地域定着推進協議会

等の保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。 

確保の方策 
平成 32（2020）年度末までに圏域で保健・医療・福祉関係

者による協議の場を設置することを検討します 
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３．地域生活支援拠点等の整備 

 

 

 
 

項目 数値 考え方 

目標値 1か所 2020(平成 32)年度末における地域生活支援拠点の整備箇所数 

 

 

 

 

４．福祉施設から一般就労への移行等 

（１）福祉施設から一般就労への移行等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 数値 考え方 

基準値（Ａ１） 1人 2015(平成 27)年度における一般就労への移行者数 

目標値（Ｂ１） 2人 2020(平成 32)年度における一般就労への移行者数 

基準値（Ａ２） 8人 2015(平成 27)年度における就労移行者支援利用者数 

目標値（Ｂ２） 10人 2020(平成 32)年度における就労移行者支援利用者数 

就労移行率３割以上の就

労移行支援事業所の割合 
5割 

就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を

全体の５割以上とする 

 

 

 

 

 

 

【国の指針】 

○障害者の地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を、2020(平成 32)年度末までに 

各市町村又は各圏域に少なくとも１つ整備する。 

確保の方策 
平成 32（2020）年度末までに圏域で設置することを検討し

ます 

【国の指針】 

○福祉施設から一般就労への移行者数を、平成 28年度実績の 1.5倍以上とする。 

○就労移行支援事業の利用者数を、平成 28年度末の利用者数から２割以上増加することを基

本とする。 

○就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上とすること

を基本とする。 

○就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着率に係る目標値を設定

することとし、当該目標値の設定に当たっては、就労定着支援事業による支援を開始した

時点から１年後の職場定着率を８割以上とすることを基本とする。 

 

 

確保の方策 
就労移行支援は、経済的な自立を促すのみにとどまらず、生き

がいや自己実現につながり、障害のある人の生活を支援していく

上で重要な取組となります。職種については個々の希望に沿うた

め、職域開拓を行い、就労支援機関との連携を進めます。 
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（２）就労定着支援（2018(平成 30)年 4月～）による支援開始 1年後の

職場定着率 
項  目 数値 考え方 

【目標値】 

福祉施設から一般就労への就労定着率 
100 2020(平成 32)年度における定着率（％） 

 

 

 

 

５．障害児支援の提供体制の整備等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 数     値 考え方 

児童発達支援センター 1か所 
2020(平成 32)年度末までに各市町村に少なくと

も１か所以上設置する。 

保育所等訪問支援 体制構築 
2020(平成 32)年度末までに保育所等訪問支援を

利用できる体制を構築する。 

重症心身障害児を支援する児童発達

支援事業所及び放課後等デイサービ

ス事業所 

1か所 
2020(平成 32)年度末までに各市町村に少なくと

も１か所以上確保する。 

協議の場の設置 設置 

2020(平成 30)年度末までに各都道府県、各圏

域、各市町村に保健、医療、障害福祉、保育、教

育等の関係機関等が連携を図るための協議の

場を設置する。 

確保の方策 
国の指針にある目標を踏まえ、市として考え方の通り成果目標

を定めます。 

【国の指針】 

○児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、2020(平成

32)年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以上設置すること

を基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差

し支えない。 

○障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、各市町村又は各

圏域に設置された児童発達支援センターが保育園等訪問支援を実施する等により、2020(平

成 32)年度末までに、すべての市町村において、保育園等訪問支援を利用できる体制を構

築することを基本とする。 

○重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、2020(平成 32)年度末までに、主

に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各

市町村に少なくとも１か所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確保が

困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。 

○医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、2020(平成 32)年度末までに、各都道府県、

各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携

を図るための協議の場を設けることを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場

合には、 都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない。 
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確保の方策 
児童発達支援センターの設置を検討します。また、保育所等訪

問支援の利用体制を構築します。 

さらに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業所を確保します。 

保健、医療、障害福祉、教育等の関係機関等の連携を図るため

の協議の場の設置を検討します。 
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第３節 活動指標等の設定 

【障害福祉サービスの体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※印⇒都道府県が実施する事業 

 下線⇒本計画で計画値を設定する事業 

 

 

 

【障害福祉サービス利用までの一般的な流れ】 

 

 

 

 

 

 

サービス

支給決定 

サービス等

利用計画案

の作成 

障害支援 

区分の判定 

利用申請 

本人の状態や環境などから「支
援の必要度合い」を判定し、必
要なサービスの種類や量を検討 

本人が望む生活像や将来像か
ら、必要なサービスの種類や量
を検討 

（障害者総合支援法） 

■自立支援給付 

○介護給付・訓練等給付 

  ＞訪問系サービス  

  ＞日中活動系サービス 

  ＞居住系サービス 

○相談支援給付 

  ＞相談支援 

○自立支援医療 

  ＞更正医療 

  ＞育成医療 

  ＞精神通院医療※ 

○補装具 

 

（児童福祉法） 

■障害児支援サービス 

○障害児通所支援 

○障害児入所支援※ 

○障害児相談支援 

 

 

 

全国一律に給付 地域の実情に 

応じて実施 

（障害者総合支援法） 

■地域生活支援事業 

○市町村が実施する事業 

  ＞必須事業 

  ＞任意事業 

○都道府県が実施する事業 

 

 

 

障害 

のある

人 

全国一律に給付 
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１．訪問系サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

・居宅介護 
・重度訪問介護 
・同行援護 
・行動援護 
・重度障害者等包括支援 

時間/月 300 300 300 

人/月 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サービスの内容】 

○「居宅介護（ホームヘルプ）」は、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある

人で、日常生活を営むのに支障がある場合、入浴、排せつ、食事の介護など、居宅での生活

全般にわたる支援を行います。 

○「重度訪問介護」は、重度の肢体不自由者を対象に、居宅における介護から外出時の移動支

援までを行う総合的なサービスの提供を行います。 

○「同行援護」は、視覚障害により、移動が困難な人に外出時に同行し、移動に必要な情報を

提供するとともに、外出する際の必要な援助などを行います。 

○「行動援護」は、知的・精神障害により行動上著しく困難があり、常時介護を要する人に対

して、行動の際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や外出時における移動中の介護

などの支援を行います。 

○「重度障害者等包括支援」は、常時介護を要する重度障害のある人を対象に、居宅介護をは

じめ福祉サービスを包括的に提供するものです。 

確保の方策 
訪問系サービスについては、過去の実績を踏まえて利用量の増

加を見込んでいます。 

障害のある人の自己決定権を尊重し、利用者本位のサービス提

供を推進する観点から、多様な事業者の参入を促進するととも

に、今後のニーズに対応し新たな事業者の確保を進めるため、参

入意向を把握していきます。 

同行援護は、視覚障害の同行援護が今後も増加すると見込まれ

るため、県と連携し事業者の確保に努めます。 
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２．日中活動系サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 生活介護 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

生活介護 
人日/月 1,400 1,400 1,400 

人/月 70 70 70 

 

（２） 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

自立訓練 (機能訓練) 
人日/月 20 20 20 

人/月 1 1 1 

自立訓練 (生活訓練) 
人日分/月 65 65 65 

人/月 3 3 3 

 

（３） 就労移行支援 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

就労移行支援 
人日/月 220 220 220 

人/月 11 11 11 

【サービスの内容】 

○「生活介護」は、常時介護を要する障害のある人を対象とした、主として日中に障害者支援

施設などで行われる、入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動又は生産活動の機会の提供

などを行います。 

○「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」は、自立した日常生活や社会生活を営むことを目的に、

身体機能や生活能力の向上のための有期の訓練などを行います。 

○「就労移行支援」は、職場実習など、就労に必要な知識・能力の向上のための有期の訓練な

どを行います。 

○「就労継続支援」は、通常の事業所への雇用が困難な障害のある人を対象に、就労機会の提

供及び就労に必要な知識・能力の向上のための訓練などを行います。 

○「就労定着支援」は就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行したが、就労に伴う環境変

化により生活面の課題が生じている障害者に対し、相談を通じて生活面の課題を把握すると

ともに、企業や関係機関との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行い

ます。 

○「療養介護」は、主として日中に病院などの施設で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、

医学的管理下での介護や日常生活上の援助などを行います。 

○「短期入所（ショートステイ）」は、介護者の病気や家族の休養などのため、障害者支援施

設などへの短期入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 
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（４） 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

就労継続支援 (Ａ型) 
人日/月 1,100 1,100 1,100 

人/月 54 54 54 

就労継続支援 (Ｂ型) 
人日/月 1,120 1,120 1,120 

人/月 50 50 50 

 

（５） 就労定着支援 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

就労定着支援 人 1 2 2 

 

（６） 療養介護 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

療養介護 人/月 10 10 10 

 

（７） 短期入所（ショートステイ） 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

短期入所(ショートステイ) 
人日/月 80 80 80 

人/月 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確保の方策 

生活介護については、今後も障害のある人の日中活動の場とし

て、必要なサービスの利用に対応できるよう努めます。 

自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援

Ａ型、療養介護、短期入所については、広域的なサービス提供事

業者の情報を収集し、必要なサービスの利用に対応できるように

するとともに、多様な事業者の参入を促進します。 

また、就労系サービス（就労移行支援、就労継続支援 A 型・Ｂ

型、就労定着支援）については、地域自立支援協議会をはじめ、

ハローワーク、サービス提供事業者、企業、学校などの関係機関

とのネットワークの構築を図り、障害のある人の就労支援と工賃

の確保なども含めたサービス提供体制の整備を進めます。また、

就労移行した人については、安定した就労を継続して築いていけ

るよう引き続き支援を行います。 

短期入所（ショートステイ）については、サービス提供体制の

整備を進めます。 
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３．居住系サービス 

 

 

 

 

 

 

 

（１）自立生活援助 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

自立生活援助 人 1  1  2  

 

（２）共同生活援助（グループホーム） 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

・共同生活援助(グループホーム) 人/月 31 32 33 

 

（３）施設入所支援 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

施設入所支援 人/月 44 43 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サービスの内容】 

○「共同生活援助（グループホーム）」は、共同生活を営む住居における相談やその他の日常

生活上の援助を行います。 

○「共同生活介護（ケアホーム）」は、共同生活を営む住居における入浴、排せつ、食事の介

護などを行います。 

○「施設入所支援」は、施設入所者を対象に、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 

確保の方策 
「自立生活援助及び共同生活援助（グループホーム）」について

は、広域的な連携を図りながら、地域での生活の場の確保に努め

ます。 

障害のある人の住まいに関する問題の対応について、関係機関

との連携のもとで検討を進めます。 
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４．相談支援 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

計画相談支援 人/月 35 35 35 

地域移行支援 人/月 1 1 1 

地域定着支援 人/月 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サービスの内容】 

○支給決定の参考とするよう、支給決定の前にサービス等利用計画案を作成するなど、「計画

相談支援」の提供を行います。 

○「地域移行支援」は、福祉施設の入所者及び入院中の精神障害のある人に対して、地域生活

への準備や外出支援などを行い、退所・退院に向けての支援を行います。 

○「地域定着支援」は、居宅で一人暮らしをしている障害のある人に対し、夜間も含む緊急時

における相談などの支援を行います。 

確保の方策 
指定特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者の指定を行

い、適切なサービス利用計画等の作成がなされる体制を整備しま

す。 

県が指定する指定一般相談支援事業者との連携のもとで、福祉

施設の入所者及び入院中の精神障害者や単身の障害のある人な

どが地域生活を継続できる体制を整備します。 
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５．障害児への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

児童発達支援 
人日/月 440 440 440 

人/月 55 55 55 

医療型児童発達支援 
人日/月 0 0 0 

人/月 0 0 0 

放課後等デイサービス 
人日/月 390 390 390 

人/月 60 60 60 

保育所等訪問支援 
人日/月 1 1 1 

人/月 1 1 1 

障害児相談支援 人/月 3 3 3 

居宅訪問型児童発達支援 
人日/月 0 0 0 

人/月 0 0 0 

医療的ケア児調整 
コーディネーター 

人 0 0 1 

【サービスの内容】 

○児童発達支援は、就学前の障害のある児童に日常生活における基本的な動作の指導、知識

技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 

○医療型児童発達支援は、地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動

作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応訓練などの支援と治療を

行います。 

○放課後等デイサービスは、就学中の障害のある児童に、授業終了後や夏休み等の長期休暇

中において生活能力の向上に必要な訓練等を継続的に実施し、放課後等の居場所を提供し

ます。 

〇保育所等訪問支援は、障害児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを

訪問し、障害のある児童や保育所などの職員に対し、障害のある児童が集団生活に適応す

るための専門的な支援を行います。 

〇障害児相談支援は、上記のサービスを利用する児童に、支給決定又は支給決定の変更前に

障害児支援利用計画案を作成するとともに、一定期間ごとにサービス等の利用状況のモニ

タリングを行います。 

〇居宅訪問型児童発達支援は、第１期障害児福祉計画から始まる新しい事業ですが、重度の

障害のため外出が著しく困難な障害のある児童が発達支援を受けやすくするため、外出が

著しく困難な障害のある児童に対し、障害のある児童の居宅を訪問して発達支援を行いま

す。第１期障害児福祉計画では、利用者を見込んでいませんが、ニーズの把握に努め柔軟

に対応します。 

〇医療的ケア児支援調整コーディネーターは、医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構

築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門

員等の各市町村への配置（市町村単独での配置が困難な場合は圏域での配置も可）促進を

図ります。 

〇保育所・認定こども園への受け入れは、障害のある児童を保育所・認定こども園に受け入

れて保育します。 

〇放課後児童クラブへの受け入れは、障害のある児童を放課後児童クラブに受け入れて放課

後の居場所を提供します。 
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事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

保育所・認定こども園 人 1 1 1 

放課後児童クラブ 人 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確保の方策 
障害のある児童への早期療育や障害の多様化に伴い、個々に合

わせた多様な支援が求められる中で、児童発達支援センターを中

核とした療育支援の体制整備と、子どものライフステージに応じ

た切れ目のない地域支援体制づくりについて、中・軽度の障害が

あり、各保育所で加配保育が望ましいと思われる子どもについて

は、児童発達支援等の療育機関の情報を提供し、適切な早期支援

を進めます。 

さらに、障害の有無に関わらず児童が共に成長できるよう、地

域社会への参加・包容を推進するため、保育所・認定こども園、

放課後児童健全育成事業について、希望者のニーズを把握しなが

ら障害のある児童の受入について検討していきます。 
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第４節 地域生活支援事業 

障害のある人が地域において自立した生活を送ることができるよう、地域の特

性や利用者の状況に応じて市町村が柔軟に実施する事業として、地域生活支援事

業があります。 

地域生活支援事業には、必須事業とその他の任意事業があり、本市では以下の

事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域生活支援事業  

 

○相談支援事業 

○理解促進研修・啓発事業 

○自発的活動支援事業 

○成年後見制度利用支援事業 

○成年後見制度法人後見支援事業 

○意思疎通支援事業 

○日常生活用具給付等事業 

○手話奉仕員養成研修事業 

○移動支援事業 

○地域活動支援センター事業 

 

 

○日中一時支援事業 

○社会参加促進事業 

・声の広報発行事業 

              等 

必須事業 任意事業 
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１ 必須事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

①
相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業 か所 3 3 3 

地域自立支援協議会 
実施 

/未実施 
実施 実施 実施 

市町村相談支援機能強化

事業 

実施 

/未実施 
実施 実施 実施 

②理解促進研修・啓発事業 
実施 

/未実施 
実施 実施 実施 

③自発的活動支援事業 
実施 

/未実施 
実施 実施 実施 

④成年後見制度利用支援事業 
実施 

/未実施 
実施 実施 実施 

⑤成年後見制度法人後見支援 

 事業 
実施の有無 実施 実施 実施 

⑥意思疎通支援事業 実施の有無 
意思疎通支援

者派遣実施 

意思疎通支援

者派遣実施 

意思疎通支援

者派遣実施 

【サービスの内容】 

〇相談支援事業は、障害のある人やその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、

又は障害福祉サービスの利用支援などを行います。また、虐待の防止やその早期発見のための関

係機関との連絡調整、障害のある人などの権利擁護のために必要な援助を行うものです。 

〇理解促進研修・啓発事業は、障害のある人が日常生活及び社会生活をする上で生じる「社会的障

壁」をなくすため、地域の住民に対して、障害のある人に対する理解を深めるための研修会やイ

ベントの開催、啓発活動などを行うものです。 

〇自発的活動支援事業は、障害のある人、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活

動（ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など）を支援します。 

〇成年後見制度利用支援事業は、市長が成年後見等開始審判申し立てを行う障害のある人で、助成

を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる人に対し、経費等の一部を助成す

るものです。 

〇成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施

団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを

行います。 

〇意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障が

ある人等に対して、意思疎通の円滑化を図るため手話通訳者等の派遣を行うものです。 

〇日常生活用具給付等事業は、障害のある人等に対して、日常生活や介護が容易になる日常生活用

具及び住宅改修工事費を給付し、日常生活の便宜を図るものです。 

〇手話奉仕員養成研修事業は、日常会話程度の手話表現技術を取得した者の養成研修を行います。 

〇移動支援事業は、屋外での移動が困難な人を対象に、外出の際の移動支援を行うことにより、地

域における自立生活や社会参加を促進するものです。 

〇地域活動支援センター事業は、障害のある人の社会との交流を促進するために、地域活動支援セ

ンターにおいて創作活動や交流、日中の活動の場を提供するものです。 
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区分 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

⑦
日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練支援用具 

件/年 

6件/年間 6件/年間 6件/年間 

自立生活支援用具 5件/年間 5件/年間 5件/年間 

在宅療養等支援用具 4件/年間 4件/年間 4件/年間 

情報・意思疎通支援用具 9件/年間 9件/年間 9件/年間 

排せつ管理支援用具 996件/年間 996件/年間 996件/年間 

居宅生活動作補助用具 

(住宅改修費) 
2件/年間 2件/年間 2件/年間 

⑧手話奉仕員養成研修事業 人/年 25 25 25 

⑨移動支援事業 
時間/月 155 160 165 

人/月 22 23 24人 

⑩地域活動支援センター事業 

Ⅱ型 

 

 

Ⅲ型 

人/月 3 3 3 

か所 1 1 1 

人/月 40 40 40 

か所 3 3 3 

 

２ 任意事業 

 

 

 

 

事業名 単位 
2018年度 

(平成 30年度) 
2019年度 

(平成 31年度) 
2020年度 

(平成 32年度) 

日中一時支援事業 人/月 20 20 20 

社会参加促進事業 
○声の広報発行事業 

回/年 1 1 1 

 

 

【サービスの内容】 

〇日中一時支援事業は、障害のある人の日中における活動の場を確保し、障害のある人の家族の就

労支援及び障害のある人を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とするものです。 

〇社会参加促進事業は、障害のある人の社会参加を促進していくものです。 
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第７章 計画の推進のために 

第１節 計画の推進 

１．地域での推進体制 

本計画の推進に当たっては、障害のある人についての理解や社会的関心を高め

ていくとともに、障害のある人が社会で活動でき、障害という個性が活かされる

環境づくりが必要です。 

そのために、地域社会、学校、団体、企業、行政等がそれぞれの役割を果たし

ながらお互いに連携・協力し、一体となって取り組み、計画の推進を図る必要が

あります。 

 

２．全庁的な推進体制の整備 

本計画の実現に向けて、障害のある人やその家族等へのきめ細かなサービスを

総合的・一体的に提供できるよう、庁内の福祉・保健・医療・教育・労働・まち

づくり等に関する部課及び関係機関等との連携を一層強化するとともに、一体と

なって計画的な施策を推進します。 

 

第２節 計画の評価 

障害者基本計画及び障害福祉計画を着実に推進し、効果の高いものとするために

は、計画を立て（Plan）、実行し（Do）、進捗状況及び成果を点検・評価した上で

（Check）、取組の改善・見直しを行う（Action）、PDCA サイクルを構築するこ

とが大切です。 

本計画の進捗状況及び成果に関する点検・評価については、策定委員会等にて行

います。 

また、国の制度変更や計画期間の終了に伴う見直しの際には、策定委員会におい

て評価結果を報告し、意見を求めながら課題に対する必要な対応を図ります。 

▼ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

計画 

Do 

実施 

Check 

評価 

計画したものを実施 

Ａction 

改善 

成
果
の
状
況 

PDCA 
サイクル 

次
に
活
か
す 

問題点の抽出 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資  料 



 

 

 



 

87 

 

資料 

浅口市障害者計画等策定委員会委員名簿 

 

氏 名 役   職 備 考 

有岡 ノリ子 浅口市知的障害者連合会会長  

小坂 和江 浅口市健康福祉部健康推進課課長  

小銭 輝彦 (福)明光会 障害者支援施設あお空施設長  

城山 藤一 (特非)ハッピーハウス浅口理事長  

陶守 貴 身体障害者福祉浅口連合会鴨方町分会会長  

高山 晴彦 医師（浅口市障害者自立支援審査会委員長） 委員長職務代理 

田中 利幸 (福)敬業会 ワークほほえみ所長  

土屋 英樹 浅口市社会福祉協議会事務局長  

中務 加代子 浅口聴覚障害者協会事務局長  

二宮 清徳 笠岡公共職業安定所所長  

福田 玄 浅口市議会民生常任委員会委員長 委員長 

道廣 惠子 浅口市民生委員児童委員協議会会長  

虫明 美鳥 浅口市発達障害児親の会「ビリーブの会」会長  

森本 清 (公財)仁和会 ももの里病院院長  

和迩 秀浩 精神科医師（浅口市障害者自立支援審査会委員）  
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